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第１回福岡市行財政改革に関する有識者会議 

平成２４年５月２５日（金） 

 

 

【事務局（臼井）】  それでは、お時間になりましたので、始めさせていただきます。 

 開会に先立ちまして、事務局からご連絡申し上げます。 

 私、総務企画局企画課長の臼井と申します。よろしくお願いいたします。委員の皆様に

おかれましては、本日はご多忙中にもかかわらず、第１回行財政改革に関する有識者会議

にご出席いただき、まことにありがとうございます。 

 まず、本日お配りしております資料の確認をお願いいたします。 

 資料は、議事次第、会議の設置要綱、委員名簿、座席表、行財政改革プランの策定につ

いて、有識者会議のスケジュール予定、また、委嘱の通知をお配りしております。なお、

委員の皆様には、参考資料として、青いドッチファイルを置かせていただいておりますが、

こちらはお持ち帰りにならないようお願いいたします。 

 次に、報道関係の皆様及び傍聴される皆様には、当会議の円滑な議事進行にご理解とご

協力をお願いいたします。カメラ等の撮影、取材は、委員の皆様の自由な発言、議論の妨

げとならないよう、十分ご配慮をお願いいたします。 

 また、傍聴者の皆様には注意事項をお渡ししております。傍聴席からの発言や拍手等は

できません。注意事項を守られない場合は退席していただきますので、どうぞよろしくご

協力をお願いいたします。 

 それでは、会議の開催に当たり、髙島市長よりごあいさつ申し上げます。 

【髙島市長】  皆様こんにちは。市長の髙島でございます。今日は、大変お忙しい中に、

福岡市の行財政改革にかかわる会議にこのようにお集まりいただきまして、ほんとうにあ

りがとうございます。 

 福岡市は、これまでさまざまな社会の変化等に対応すべく、いろんな取り組みをしてま

いりましたし、また、その都度、行財政改革を進めてきたわけでございます。そういった

ことで、量的にいえば、一つは政令指定市の中で職員の数がいわゆる人口当たりで一番少

ないとか、いろんなそれなりのその成果というものも出てきているわけでございます。 

 ただ、人口当たりの職員数が少ないからといって財政的に非常にうまくいっているのか

というと、公債費というものが非常に高いわけでありますし、また、これからの社会構造
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の変化の中で、税収というのは確実に減ってくるわけなんです。そして、生産年齢人口と

いうのもなかなか大きく伸びが期待できない中、一方では、歳出分というものが、社会保

障関係費をはじめ、これから増大してくる。これからますます選択と集中の中で、ほんと

うに必要な施策は何なのか、市役所はそこをしっかりとやっていくことが必要になってく

るわけでございます。選択と集中をする上での基準は一体何なのかを市民にしっかりお示

しをした上で、必要な施策をやっていくということが大事になろうかと思います。 

 また、民間にできることは民間にということも大事になってこようかと思います。これ

も一つ、民間の役割と公の役割にしっかり線引きした上で、できるだけスリムでコンパク

トで、そして筋肉質な市役所にしていきたいというふうに考えております。 

 先日、人口でいきますと、福岡市はあと２０年間人口が増え続ける、こういった数字が

出まして、あと２０年後には人口が１６０万人の都市になります。また、分析をしてみる

と、全国たがわず高齢者数が増えてくるんですが、一方で生産年齢人口は比較的横ばいと

いう数字も出てきています。そういった福岡が、今後どうしていくのか。これは、ただ福

岡だけを見ているわけではなくて、九州全体、日本全体というものの中でのあり方，特に

国の一律なさまざまな取り組み、制度などを活用していくよりは、少ない資源で地域の強

みをいかに生かしていくために、自立分権型の役所になっていかなければいけない。 

 折しも、福岡市役所で不祥事が相次ぎました。特にお酒にかかわる不祥事というのが後

を絶たないわけです。私はこうした流れにも歯どめをかけて、そして、役所自身が生まれ

変わっていかなければいけないと思います。そうした根底にあるのも、実は行財政改革で

はないかと考えているわけです。先ほど、量的には職員の数が人口当たりで も減ったと

いうことを言っているわけなんですけれども、もしかすると、仕事量に対して職員の数が

どうなのかといったことも検証しなければいけない。つまり、人は減らしてきたけども、

本当にそれだけ仕事も減らしてきたのか。また、ＩＣＴなども積極的に活用していきなが

ら、仕事の効率化というものを進めていくことも非常に重要になってくるのではないかと

いうふうに考えています。 

 何しろ、私はこの行財政改革、もう絶対にやり抜きたいというふうに思っています。こ

れまでとは違う、新しい大きな時代の変化に対応できる、そんな市役所にならなければい

けない。目標設定に対して、 適なやり方を事業でしていく、 小人数で 大のメリット

を出していく、こういったことを、しっかり市役所でも取り入れていかなければいけない

というふうに思っております。 
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 そのために、役所もこれまでの枠にとらわれずに、新しいやり方を果敢に提案できるよ

うに、役所の内部でもプロジェクトチームの中で一生懸命原案をつくってまいります。ま

た、もちろんこれまでの中で一歩を踏み出すことに臆病な職員がいたとしたら、私はそう

いった職員に、一緒になって新しい時代に向けて大きく一歩を踏み出そうといったエール

を送りながら、役所としても原案をしっかりつくっていきます。 

 ただ、内部だけの目で行っていては、改革というものは完全ではないというふうに私は

思っております。外の目から見て、それが市民の負託に耐えるものなのかを厳しくチェッ

クしていく。これが大事と思います。 

 実は、去年、福岡市で長年の懸案であったこども病院をどこにつくるかという、こうい

った議論がございました。市役所の内部だけで物事を決めていたわけなんですけれども、

その決定過程がこれまで全く見えてこなかったという中で、市民の不信というものが非常

にあった。今日、座長に座っていただいています北川先生に、その座長になっていただき

まして、もう一度再検証をしたわけです。そのときに、役所内のガバナンスが、きちんと

できていないじゃないかといった厳しいご指摘を受けたわけです。 

 私は、それ以来、福岡市役所を「オープン、フェア、フリー」で運営しています。絶対

的に市民全員が納得する答えはないかもしれないけれども、少なくともそこに至る過程を、

いいことも悪いことも市民にオープンにしていくという、「オープン、フェア、フリー」の

精神で、その後の施策を進めてきたつもりです。しかし、ガバナンス、そして、市役所の

改革はもっと進めなければいけない、まだまだ生ぬるいというふうに思っております。 

 この４月から北川先生には福岡市の顧問という形で、今厳しくご指摘を受けているとこ

ろです。そして、今回のこの行財政改革のチームにおいても座長を務めていただいて、そ

して、これからの長期にわたるプランを、この際、しっかりとつくっていきたいというふ

うに思っています。 

 委員の皆様、ほんとうにお忙しい中、ご協力いただきましてありがとうございます。私

は本気です。ほんとうに、今、行財政の改革をしなければいけないと思っております。ぜ

ひ、これからの世の中の動きにしっかり合った役所になるため、外からの視点にも耐え得

るような行財政のプランをお示しします。それに対してのご指摘をいただいて、そのご指

摘いただいたことを踏まえて我々も提案する、これを繰り返しながら、市民の負託にこた

えられる市役所になっていきたいと思います。どうぞご協力のほどよろしくお願いをいた

します。私からのあいさつとさせていただきます。ありがとうございます。 
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【事務局（臼井）】  市長はこれで退席させていただきます。 

【髙島市長】  どうぞよろしくお願いいたします。 

〔市長退室〕 

【事務局（臼井）】  それでは、初めに事務的なご連絡をさせていただきます。 

 まず、会議の構成員及び会議の運営についてご説明いたします。会議の設置要綱第３条

に基づき、座長及び委員は市長が委嘱することとしておりますので、本日、委員の皆様の

お手元には委嘱の依頼文を置かせていただいております。また、委員の皆様に関しまして

は、お手元の委員名簿をごらんいただけたらと思います。 

 また、第４条に基づき、会議の運営は、座長が会議を招集し会議の進行に当たりますが、

座長がやむを得ず会議に出席できない場合は、座長が指名した委員が座長代理として会議

の進行に当たることとしております。 

 それでは、これより会議の進行は北川座長にお願いいたします。初めに、北川座長から

ごあいさついただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【北川座長】  どうも皆さんこんにちは。座ったままでごあいさつ申し上げますので、

お許しいただきたいと思います。 

 このたび、座長を拝命いたしました北川正恭でございます。どうぞよろしくお願いをい

たしたいと思います。 

 それでは、今回、座長を引き受けさせていただくまでに、市長さんと何回かお会いをさ

せていただいて、確認させていただいたことがございますので、少し話が長くなりますが、

申し上げてみたいと思います。 

 一つは、今、市長さんのごあいさつにもございましたけども、今回の行財政改革は、量

的改革もさることながら、質的改革を重視したい、ぜひそれを頼むという話でございまし

た。次に、選択と集中を図るためには、ダイエットという単なる削減だけではなしに、シ

ェイプアップという強化もしなければいけないというお話もございました。組織の風土改

革にも踏み込みたいということでございます。そして、市民の皆さんの納得と共感が得ら

れる改革にしたいと。こんなことで、市長さんと私どもで確認をさせていただき、それで、

私どものほうから、この会議の進め方については、「オープン、フェア、フリー」でいかせ

ていただきますと。 

 その「オープン」というのをあえて定義づけるといいますか、少し分析をしてみますと、

オープンというのは、いわゆる政策事業の意思決定過程をオープンにしていく、明確にす
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るということで、今回の会議がオープンな公開の場でというのも一つのあらわれだと思っ

ております。 

 さらに「フェア」ということです。今回もいわゆる市のご当局からご説明をいただくわ

けですが、私どもは、市の執行部のおつくりいただいた案に何ら拘泥されることなく、市

民の立場に立ってそれがほんとうにいいかどうか、根本的に間違っていればはっきり直さ

せていただくというフェアと、いわゆる市民の立場に立ったフェアということでございま

すと。 

 そして、「フリー」というのは、先ほどのお話のとおり、ややもすると従来非公開で審議

会、委員会がありますと、市の当局の原案を追認というようなことが多かったわけでござ

いますが、これだけの専門の委員の先生方にお集まりをいただきました。我々の使命は、

いわゆる市の市長さんなり市のご当局とは全くフリーな立場で、市民目線でやらせていた

だく。 

 こういうことで、座長就任に当たりましては、私は市長さんと数回お話をし、確認をさ

せていただいております。その上で、こういった委員会で、いろんなご提言をいただいて

も、それを検証しなければ、単なる努力目標になってしまうということを思っております。

提言をされたことは、事後ほんとうに市民の立場に立って検証をしていかなければ、実現

しなければ、全く市民の納得と共感が得られる改革にはならないということだと思います。

そういう話し合いの中で、私に対しまして、いわゆる指導と助言、検証のできる権限を持

っていただきたいということから、私が福岡市役所の顧問就任ということで、それでお引

き受けをしたということもございます。 

 時代が変わって、ほんとうに大変な時代であろうと思いますので、今日までも行財政改

革は随分福岡市役所も続けてこられましたが、今までの改革であれば、自分たちのできる

範囲のことでございますから、ほとんど未来は暗いと断言してもいいと思います。目的か

ら見て達成すべき、目的から見てきちんとした、市民の皆さんから納得、共感を得られる

という改革をしない限り意味はないと、市のご当局の皆さん方にも覚悟を決めていただく

委員会に必ずしていきたいと思っているところでございます。委員の先生方には、短期間

でございますが、ぜひ忌憚のない積極的なご意見をちょうだいして、そして充実した委員

会に、結果の明らかになる委員会にしていきたいと考えているところでございます。 

 したがって、市のご当局とそういう確認をさせていただいて座長に就任しているという

ことを表明申し上げて、私の座長としての 初のごあいさつにさせていただきたいと思い
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ます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは、議題に入らせていただきます。 

 まず、福岡市におけるこれまでの行財政改革の取り組みと課題、新たなプランの基本的

な考え方などにつきまして、事務局からご説明をいただきたいと思います。お願いいたし

ます。 

【山崎副市長】  副市長の山崎でございます。 

 それでは、お手元の配付資料に基づきましてご説明を進めさせていただきたいと思いま

す。 

 今回の行財政改革の命題がダイエットではなくシェイプアップということで、今、座長

からもお話がございました量的な改革から質的な改革へということでございます。その前

提となりますキックオフのための情報の提供をさせていただきたいと思います。 

 おめくりいただきまして１ページです。この地図は、冒頭市長がお話をされた、市長の

頭の中を地図に落としてみるとこうなるんじゃないかということで、 近よく福岡市役所

で使っておるものでございます。これを念頭に置いていただいた上で、次のページをごら

んいただきたいと思います。 

 なぜ行財政改革を進めるのか。これが出発点であるということで、市長から強い指示を

受けてございます。福岡市は、「暮らしの質の向上」「都市の成長」の二つを目標としてお

りますので、これを達成できるような自立分権型の市役所になるということで、大きな二

つを今回の行財政改革の目的としてございます。一つは成長戦略の実現、もう一つが福岡

市役所の体質改善でございます。 

 この右側の体質改善に関しましては、冒頭、市長からもお話がありました、ちょうど１

年前に、こども病院検証委員会で宿題という形で私どもに課せられた内容そのものでござ

います。意思決定を行うに当たって、透明性を確保し、市民への説明責任を果たす。常に

変化する市民ニーズを的確にとらえ、市民の納得、共感を常に念頭に置きながら仕事を進

める、こういう市役所になっていかなければいけないということで、この点でまだまだ課

題があるのではないかというのが、今回のキックオフでの私どもの自己認識でございます。 

 そこで、この目的を達成するための手法といたしまして、まず、成長戦略を実現するた

めの財源を確保していくということでございます。それから、体質改善に関しましては、

市民ニーズに的確かつ迅速に対応できるような行財政運営の仕組み、発想、手法を抜本的

に見直していくということで、この二つの手法をもちまして、筋肉質の市役所へという目



 -7-

標を達成したいと。その際には、右側にありますような好循環のサイクルを回せるような

仕組みに、福岡市役所を切りかえてまいりたい。以上が、なぜ行革を進めるのかの基本的

な、私どもの現時点での自己認識でございます。 

 これまでどのような取り組みをしてきたかでございますが、福岡市の行財政改革の中で

の大きな特色は、他都市に先駆けて、民間活力の導入に積極的に取り組んできたというこ

とでございます。２ページにありますように、数次の行政改革におきまして、質的な改革

の導入を図ってまいりました。平成１２年度には、いわゆる事務改善運動の一環としてＤ

ＮＡ運動という取り組みにも着手したところでございます。 

 ３ページは、現在の福岡市の行財政改革の基本になります２度にわたる大きな改革を平

成１６年度、２０年度に行ってございまして、この際には、量的な改革と質的な改革、両

方をあわせて行うという取り組みをしてきておったところでございます。特に、左下のほ

うに部門別の改革プランとございますが、よく行革のときに話題となります補助金、ある

いは外郭団体のあり方等につきましては、既に量的改革という観点で課題はおおむね整理

ができた段階であると。しかし、これをどのように実行していくかというところに、まだ

課題があるのではないかという自己認識をしてございます。 

 また、人材の育成、あるいは組織マネジメントという、いわゆるガバナンスの部分に関

しましては、質的改革の部門ということで、さらなる改革の余地があるのではないかとい

う自己認識をしておるところでございます。 

 その結果といたしまして、４ページ、量的改革の成果ということで、人口１人当たりの

職員数、あるいは人件費率、これは、政令市――現在の２０の政令市の中では も小さな

割合になっているという大きな特色を持っております。 

 他方、５ページでの質的改革に関しましては、これまで、例えば左側にありますような

福岡市行政への信頼度、あるいは業務改善という点に関しまして一定の目標を掲げており

ますけれども、いまだそれを達成している状況にはない。そもそも、福岡市の行政に対す

る信頼度の目標が６０％でいいのかという課題もあろうかと思いますけれども、我々が自

己設定した目標をまだ達成していない状況にございます。 

 その右側です。民間活力の導入は進めてきているとご説明いたしましたが、この質的な

側面に関しましては、形式的にはいろいろな制度を導入してきてございますけれども、こ

の実質が伴うような形になっているのであろうか。あるいは、行政手続において、オンラ

イン利用できる手続数は増えてはきているけれども、これがしっかりと市民目線で利用し
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やすいものになっているかどうかという観点につきましては、いまだ課題があるという認

識をしております。 

 続きまして、財政面でございます。６ページのグラフは、福岡市のこれまでの財政状況

を極めて特徴的にあらわしたものでございまして、平成５年以降、非常に高い山がござい

ます。この緑色の棒は、毎年度発行しております市債の発行額でございまして、ニアリー

イコールこれだけの額の公共投資を行ってきているとご理解いただければと思います。右

肩上がりで公共事業を増やしてきている成果といたしまして、左下のほうに書いてござい

ます社会資本の積極整備によりまして、快適な生活環境の実現は達成されたと。福岡市は

非常に住みやすい町であるという評価が内外に高いわけですが、このような背景には、借

金の額を増やして公共投資を行ったという財政のパフォーマンスがあったということでご

ざいます。 

 この結果、折れ線グラフがございますが、公債費が右肩上がりで増えております。この

ような状況は、平成１０年、１１年あたりにはほぼ限界という自己認識をいたしまして、

平成１２年度から財政面での改革に取り組むということになった次第でございます。その

状況が７ページでございます。財政健全化プランということで、平成１６年度、平成２０

年度に財政の大規模な改革を行っているところでございまして、いずれも目標に、市債残

高あるいは市債への依存度を極力抑制していくという大目標を掲げてございます。 

 この大目標に関しまして、つまり量的な公共事業の削減等に関しましては、ほぼ達成を

してきている。この結果、例えばリニューアルプラン、目標値の右側のように、実質公債

費率という国がお決めになりました財政健全化の指標についてはクリアをしているという

ことで、形式的には、財政健全化は大いに達成できたという状況になっておるわけでござ

います。一方で、例えば市民にとってわかりやすい財政情報の提供という質的な改革に関

しましては、依然として課題が大きいのではないか。６ページにお戻りいただきまして、

このような状況が福岡市民の方々にどれぐらいご理解いただいているんだろうかという点

に関しては、まだ課題が大きいのではないかと考えてございます。 

 ７ページにお戻りいただきまして、自己認識といたしましては、量的な改革、財政面で

も一定の成果はあったが、一方で質的な改革にはまだまだ課題が残っているのではないか

という自己認識をしてございます。 

 それでは、今後の財政見通しについてどう認識しておるかでございますが、まず、人口

推計ということで、８ページをごらんいただきたいと思います。市長がご説明いたしまし
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たとおり、 新の人口推計では、引き続き２０年間人口は増えます。しかしながら、その

内容を見ますと、老年人口の増加が著しいということで、若い都市と言われてきました福

岡市も、これからは高齢の方が増えてくる大都市特有の問題を抱えることになります。 

 その結果といたしまして、９ページのように、医療、介護保険等の経費が右肩上がりで

増えてくる。さらには、１０ページ、近時大きな課題になっております生活保護世帯、実

は２４年度予算におきまして、初めて一般会計予算の１割を生活保護が占めるという極め

て異例な事態になってございます。また、保育所の入所児童数も右肩上がりでございます

し、障がい者の方々の数も増えている。こういうような傾向がございまして、１１ページ

のように、扶助費と言われております経費については、いずれの部門も右肩上がりで増え

るという状況が予想されております。 

 加えまして、１２ページは、福岡市が保有いたします社会資本の整備の状況でございま

す。これも福岡市は非常に特徴的なところがございまして、政令市移行期に多くの投資を

していろいろな施設を整備してきているということで、今後は、これら今持っております

施設の長寿命化、あるいは運営保守管理コストの効率化を図っていかなければいけないと

いう命題を背負ってございます。 

 そこで、１３ページのように、これらの市有建築物、あるいは道路、橋梁、下水道、公

園という公共施設の維持保全、あるいは長寿命化に係る経費も右肩上がりで増えてくると

いうことでございまして、今後４年間でほぼ倍増という勢いになってございます。この結

果といたしまして、１４ページです。これが私どもが今の財政状況として も課題である

と考えておる点でございまして、平成２４年度、本年度行った投資額を仮に今後も続けて

いくと考えた際には、今後４年間で８５１億円の財源不足になるということでございまし

て、あわせて、このまま財政運営を続けていきますと、５年後には新規投資が全く不可能

になる、新しい仕事は全くできなくなるという、これも極めて異例な状態に財政状況は突

入してきております。 

 さらにつけ加えて申し上げますと、これ以外にも、実は私ども市民会館の建てかえ、あ

るいは体育館の建てかえという、大規模施設の建てかえの財政需要も見込まれておりまし

て、それらの経費は実はこの中には含まれておりません。なので、さらに確保すべき財源

の額は膨らむという、今の厳しい財政状況を具体的に示してございます。 

 １５ページ、このような状況を踏まえまして今回の行財政改革プランを策定するという

ことに至ったわけでございますが、この策定に当たりまして、事務当局としての基本的な
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考え方をご説明させていただきたいと思います。 

 まず、これまでの行財政改革では、行政改革プランと財政健全化プランの二本立てで考

えてございましたが、これを一本化するという取り組みをさせていただきたいと思ってお

ります。かつ、その際の目標といたしまして、今三つの視点を大きくポンチ絵の中にも書

かせていただいております。 

 一つは、市民の納得と共感を得る、そして二つ目に組織風土改革を行う、そして３番目

に財政健全化です。この三つの目標を掲げるとともに、業務改善（ＢＰＲ）を行うために

ＩＣＴの活用を行っていく。特に、できますれば、この委員会でＩＣＴ活用の基本的な考

え方をご提示いただければと考えております。 

 それぞれの目標の中で推進項目を掲げてございまして、１６ページをごらんいただきた

いと思います。三つの目標像――目標、目的に対しまして、それぞれの推進項目を掲げて

ございます。私ども、それぞれの推進項目に関しまして、主な問題点、課題とそれに対す

る取り組みの方法論を事務方で一応整理してみましたが、ほんとうにこの整理で足りるの

か、欠けているような視点や取り組みはないのかという点に関しましてご意見を賜りたい

と思ってございますし、右側にありますように、このような課題、問題点の認識はあるも

のの、実効性に関しましては、まだまだ不十分であるという自己認識を持っております。 

 １７ページは、この行財政改革の取り組みの検討体制でございます。既に、庁内に福岡

市改革プロジェクトチームをつくってございますが、その中に行財政改革チームを設置し

てございます。次回以降、ご説明をさせていただきます行財政改革プランの原案に関しま

しては、この行財政改革チームでまず作成をさせていただければと思ってございます。通

常の行革のように、トップダウンだけではなく、今回は全職員に対しましてアンケート調

査を行うということで、全職員総がかりでこの行革に当たってまいりたいと考えてござい

ます。加えまして、この有識者会議における議論をその中に反映させていただくという方

式で検討を進めさせていただければと思ってございます。 

 後にスケジュールでございます。スケジュール表の下に、行財政改革プランがござい

ますが、現在、プロジェクトチームにおきまして、既存事業の総点検ということでスプリ

ングレビューという作業を行ってございます。この結果は、財政健全化のご議論をする際

には情報のご提供をさせていただければと思ってございますし、あわせまして、大規模事

業の課題整理ということで、私ども福岡市が現在予定をしております大規模事業に関しま

しても総見直しを行う。さらには、組織体制の課題の整理という作業も現在行っておると
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ころでございますので、この有識者会議に適宜ご報告をさせていただきまして、ご議論の

たたき台、素材にしていただければと考えてございます。 

 このような作業で、１０月ごろにはこの素案を有識者会議でのご議論を踏まえて策定を

いたしますが、その後、各局がそれぞれの実行計画をつくることになります。そして、

後の２４年度末の段階で再度チェックをかけていただくという形で進めさせていただけれ

ばと考えてございますので、よろしくお願いします。 

 また、先ほど座長のほうから、フォローアップも必要であるというご意見がございまし

た。これは２５年度以降ということで、この表にはございませんが、ご検討をいただくこ

とになろうかと思ってございます。 

 このような行財政改革プランの取り組みと並行いたしまして、福岡市では現在、総合計

画の策定ということで、マスタープランの改定作業も行ってございます。福岡市の基本的

なあり方を定めるものでございますので、行財政改革プランと整合性をとった形でマスタ

ープランも策定を進めていくという構えです。 

 今の 後のご説明は１９ページに、総合計画と行財政改革プランの関係をお示しをさせ

ていただいておりますが、半年間という極めて短期間のご議論になりますが、そのキック

オフということで、これまでの取り組み、そして私どもの自己認識についてのご説明をさ

せていただきました。 

 以上でございます。 

【北川座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまから議題に入らせていただきたいと思います。 

 ちょっとイレギュラーになりますが、「行財政改革に関する有識者会議」というのでご案

内が行っていると思うんですが、それ以後、私は市とお話を申し上げて、これだと今まで

の行財政改革、いわゆる中央集権とか情報非公開を前提にやるというイメージがあるので

はないかというお話でした。例えば、明らかに自立分権型でございますから、いわゆる「自

立分権型の行財政に関する有識者会議」ぐらいにしたほうが、我々のこの会議の立ち位置

が明確になるのではないかという議論をしたんですが、何せ、短期間に委員の先生方にお

決めいただくということで、もう既にこの名称で連絡が行っていますからということでし

た。今日、それぞれの委員の先生にご発言をいただくわけですが、その意見なんかを参考

にさせていただいて、できましたら、名前はともかくとしても「自立分権型行財政改革に

関する有識者会議」ぐらいにすると、「中央集権よ、さようなら」という、先ほどから市長
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なり山崎副市長からいただいたお話の趣旨に合うのではないかと考えております。もう既

に配付されておりましたので、委員の先生方のご意見を伺って、ご検討をいただければと

思いますので、 後にそのことをよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 それでは、第１回のことでございますので、ただいまの事務当局の説明を踏まえまして、

まずは各委員お一人お一人から自己紹介も含めて１０分間程度ずつ、行財政改革に関する

全般的なご意見、事務局へのご質問等をいただければと思っております。 

 そこで、大変恐縮でございますが、閉会時間が１５時ということになっておりますが、

３０分から１時間近く延びるかもわかりません。ご了解いただけますでしょうか。済みま

せん、勝手なことでございますが、５分ぐらいでというお話が 初あったものですから、

いやいや、これはそれではおさまらないだろうということで、１０分程度ということにさ

せていただいて、閉会時間を少しおくらせる場合があるということでご了解をいただきた

いと思います。 

 それでは、早速でございますが、委員の皆様お一人お一人からご発言を賜りまして、そ

して、ご質問等ございましたら、 後にまとめて事務局のほうからご説明をさせていただ

いて、またさらに質疑を重ねるという順序でやらせていただきたいと思います。ご了解を

いただきますようにお願いを申し上げます。 

 それでは、ただいまから委員の先生方に１０分程度でお話を賜りたいと思いますが、順

序はこちらから順番でよろしゅうございますか。 

【池内委員】  はい。 

【北川座長】  それでは、こちらから１０分程度でお願いをいたしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

【池内委員】  初めまして。私、テノ．コーポレーションという会社の代表の池内でご

ざいます。 

 私どもの会社は育児、家事、介護の事業をいたしておりまして、私どもは、女性が、そ

して子供たちが住みたいまちをつくっていけるお手伝いができたらと思っています。私自

身、そんなに福岡市のことに大変詳しいかというと、実はそうでもないところがございま

して、そういった中で今日「ご発言を」ということなので、大変恐縮な面もあるかと思い

ます。私は、とりあえずこの書類をいただいた部分で思ったことということで、今日はお

伝えをさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、私は１ページ目をちょっと見せていただくと、「暮らしの質の向上」と「都市の成
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長」ということですね。冒頭にもございました職員のお話をすると、今回不祥事があった

ということで、大変マスコミのほうでもお話に上がっているわけですが、体質改善という

面については、ほんとうにいままでも大変いろんな取り組みをされていらっしゃるかと思

います。多分１００人、何百人の中のお一人かと思いますが、１００引く１はゼロという

ことでございますので、皆さんの意識の共有をもっと今後進めていただきたいというのと、

目指す職員像を明確にして、職員の皆さんにはしっかりミッションを持ってやっていただ

ければと思っております。 

 それから、その中でどうやったら体質改善できるか。効率化という意味では、ＩＣＴと

いうお話がございますが、今回、ＮＴＴの井手口さんもいらっしゃっておりますので、そ

こは後でお願いするとしまして、積極的に進めていただきたいと思っております。 

 その中で、もう一点、１ページ目の成長戦略というところに「２０年間人口が増加し続

ける都市へ」ということが書かれていて、今日、髙島市長のほうで、財源を確保するとい

った中で、税収は下がっていきますよというお話がございました。実際は今、人口減少社

会に入ったにもかかわらず、福岡は人口がまだ伸びる市である。私どもは、日本全国の意

識というよりも、福岡市がそうであるということを認識する中で、財源を確保するという

ことを見させていただいて、私は、コストダウンをされていかれるという方向は大変ご努

力をされていてすばらしいと思っております。ただ、コストについては、時代における妥

当性という意味でどこまで削減できるかという問題があって、財源を確保するという方向

をもう一回改めて福岡市としては考えるべきじゃないかと私は思っております。 

 そういった意味で、１ページ目に福岡のポジションという図がございます。今回、市民

の立場に立ってというお話もございましたが、企業の誘致やベンチャーの育成、それから、

今企業の収益性をどうやって上げて、それが税収につながるというところが、この中でち

ょっとないのかなと思いました。私は会社をしておりますので、そう思ったのかもしれな

いですけど、私の視点では、そこをもう一歩ちょっと踏み込まないといけないのかなとい

う気持ちで見せていただきました。 

 実質的に成長させるということになりますと、企業の税収ももっと増やさないといけな

い。それから、雇用を促進することが市民の満足度につながると私は思っておりますので、

雇用促進をするためにはどうしたらいいか。それが市民の満足度につながって、結果、市

の財源も拡大できると思っております。 

 それとちょっとつなげて、私は民間企業でございますので会社のことでお話ししますと、
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管理部門と営業部門という組織がございます。その中で、人材の比率については、管理の

ほうが多いところ、それから営業が多いところ、それは事業のあり方によるわけですが、

じゃあ福岡市はどうなのか、市の仕事ってどうなのか。私も詳しくはわからないんですが、

実質的には、管理のシェアの部分がすごく高いのではないかと思っています。それについ

てもう一回洗い直して、ほんとうに今のこの時代に管理をすることが市の役目なのかと。

それとも、もうちょっと営業的なこと、例えば先ほどの誘致の例で話すと、海外の誘致だ

って、これだけ海外が近いわけです。どうやってその営業をやっていくかとか、そこら辺

も含めた行政改革が、私は必要ではないかと思って見せていただきました。 

 そういった中で、またもう一回職員のというお話をすると、経営者からすると、コスト

削減だけを社員に話すと、社員は小さくなっていくので、それよりも、市の大きな夢、市

が成長して財源が膨らんでいく中でアイデアを考えていくことが、とっても私は大切なの

ではないかと思いました。 

 その中で、１６ページに、組織風土改革の人材育成について、「予算がなくてもアイデア

を」と書いてあるんですね。予算がなくてアイデアがほんとうに生まれるのか。そこには

財源が伴うことが大変大切ではないかと思っております。ですから、今後、増収を含めた

形の財源確保戦略を打つ結果、職員の質の向上、やりがいにつながるということで、そこ

ら辺も含めて今後ご検討いただければなと思います。 

 ほんとうに福岡市について勉強不足にかかわらず意見しましたが、どうぞよろしくお願

いいたします。以上でございます。 

【北川座長】  ありがとうございました。 

 ご質問とかいろんなことは後でまとめて当局からということで、次、よろしくお願いい

たします。 

【石森委員】  西南学院大学の石森でございます。大学院におきまして、行政法という

法律の分野を担当しています。ふだんそういう仕事をしている者の立場から、この行財政

改革に関して、一言所感めいたものを申し上げたいと思います。基本的な考え方にとどま

って大変申しわけないですけれども、私自身、この考え方をスタートにして、各論として

具体的な方策をどう展開していくのかということは、自身の課題としていきたいと存じま

す。 

 私の担当している行政法というのはたくさんありまして、日本の法律の３分の２ぐらい

ではないかと言われています。私も数十年担当していますけれども、多分まだ見たことの
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ない法律も少なくないのではないかと思います。 

 そういう中で、例えば道路交通法とか、都市計画法とか、ちょっと今日資料の中で触れ

られたのがあったらよかったんですけど、著名なそういう法律があると思います。それぞ

れは世の中道路を安全にしたいとか、まち並みを整頓させたいとか、そういう人々の願い

が込められています。大学におきまして授業をするときにも、行政法という私の担当する

科目におきましては、果たしてそれは何なのか、文字にあらわれていればもちろんですけ

れども、あらわれてないところも読み出して、裁判官にわかってもらえるようにうまく論

理づけるというのが仕事でございます。 

 でも、考えてみますと、民法という法律がありまして、私たちの市民社会は民法で成り

立っているところがございます。例えば、今の道路交通法でいいましても、交通事故につ

いては、事故が起こったら損害賠償で対応するという対応策を民法は置いているわけです。

ひかれたら損害賠償という一定の処理の仕方がなされているわけですが、しかし、人々は、

これが幾らうまくいっても、ひかれて損害賠償、ひかれて損害賠償よりは、下手な人が運

転しないような世の中にしたほうがいいのではないかという人間としては当然出てくる知

恵から、道路交通法ができて、免許制ができて、上手な人だけに運転をさせる。上手な人

はだれなのか、だれかに判定してもらわなければいけない。だから行政が必要だというこ

とで、後から行政とか、職員の方々というものが存在してくるわけでございます。このよ

うに見たいと思っております。 

 パソコンでいいますと、ＯＳに当たるようなものが民法で、これが市民社会をつくって

いるわけですけれども、しかし、もっと安全な道路をいうことになると、そこはアプリケ

ーションソフトをインストールするというイメージなのではないかと思います。今の状況

は、アプリケーションソフトをいっぱい導入し過ぎて、パソコン自体がうまく回らなくな

っているんではないかという印象も一方で持つわけでございます。 

 何はともあれ、行政とは、主権者である人々からこういう世の中をつくってくれという

ことで一定の目的を示されて、実現の委託を受けた、そういう存在であるというのが基本

ではないかと思っています。 

 市民のほうにも役割はあるはずで、自分のことは自分で処理をする、市民社会で処理で

きることは市民社会で処理するんですが、できないことがあるので、行政をつくって行政

にお願いをして委託をしているという形があると思います。これは皆さんご存じの補完性

原理でしたっけ、補完的な考え方というので、地方分権改革の主導的な考えでもございま
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す。 

 これは、福岡市でも当然追求していかなければいけないのではないかなと思っています

けれども、何はともあれ、何が市民からの委託事項なのかというのが、今よくわからなく

なってきているというところがありますので、これをまず明確化するというのが、物事の

スタートの第一ではないか。大変難しいことではあります。だけど、何もかにもできるわ

けではありません。あれもこれもいっぱいにソフトがインストールされてしまっているわ

けで、アンインストールできるものは少しずつ民間にということではないかと思います。

それによって減らないこともないではなくて、指定管理者なんかはよい評判を聞くことも

ありますけれども、つけ焼き刃的なところもある。というのならば、考え方としてですが、

一たん初期化をする。果たして福岡市という存在が何を実現するために存在しているのか、

今、主権者から何を求められているのかということを明確にする。これは、もちろん選挙

を通じて市民の人たちとの約束という形で定めるのが もよいと思いますけれども、それ

を基本にした形で何が も必要な目的なのか、初期化の段階から確認をする。 

 ただ、市民の意向だけですべてが進むわけではありませんので、それと並行して日本国

憲法の価値にも整合しているということを検証しながら何をするか。この役割を担ってい

る人は政策決定機関としての首長さんであり、議員、議会だと思います。それに限られな

いかもしれませんけれども、彼らが主役になって福岡市の太い政策の幹をつくっていただ

き、太い枝を出していただく。これが決まらないと、その木の姿、樹姿というのは決まら

ないわけです。逆に、これが決まれば後はどのように枝が出、枝葉が出ていくのか、実が

どのように実るのかというのは、職員の人たちが仕上げをしてくれるところだろうと考え

ております。 

 このような体制をつくるということでないと、行財政改革は難しい。行財政改革は何も

効率だけじゃないと思いますが、差し当たり効率という面から見てみましても、市長さん

もおっしゃられましたように、 小の経費で 大の効果が求められます。これは地方自治

法の２条１４項に書いてある有名な条文でございまして、法律上義務づけられているわけ

でございます。しかし、 小の経費で 大の効果といっても、どっちかを固定しないと明

確にならないわけです。何をやろうとして 小の経費なのか、 大の効果といっても、何

を目指して 大の成果が上がるようにしなければいけないのか。目的は、同じことでござ

いまして、確定していなければいけないということです。 

 選択と集中、もうこんなことは先刻ご承知かもしれないし、話を伺ってみると私もそう
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違わないのかなと思いますけれども。 小の経費で 大の効果、効率ということに関して

言いましても、勉強した中で、こうではないかなと思っているドイツの研究者の理論をか

りますと、目的が明確になっているもの、つまり福岡市としてこれは実現したいというも

の、例えば子供たちの育成であるとか、何でもいいんです。まちを車から人に明け渡すん

だ、開放するんだ、人中心のまちをつくるんだと。屋台とか自転車安全とか、そういう課

題につながるものがあるとして、大きな幹で宣言していただくわけですよね。市民と約束

していただくわけですよね。その選ばれた課題、目的につきましては、そもそも非効率で

よいと。極論ですけれども、非効率で、銭金糸目をつけず、しっかりと投入をして、それ

は何としてもなし遂げる。そこに選ばれなかったもの、目的として明確化されていないも

のは 小限に切り詰める。目的すらわからないようなものは切る。このような効率という

のは第２のモチーフだという考え方がございます。私も賛同するところがございます。こ

れをうまく日本に応用できたらなと考えているところでございます。大ざっぱな考え方と

して、以上のように目的を明確にするということは極めて大事なことではないかと思って

いるところでございます。 

 行財政改革のイメージとしまして、繰り返しになりますけれども、何をしたいのか、何

としてもなし遂げたいことは何なのかを見定める。これは、特に首長や議会に求めたい、

期待したいところでございます。それ以外のことは必要 小限を徹底する。究極は廃止で

ございます。一たん廃止して、どうしても廃止できないという事務を選択していく。第１

段階で選択していく、第２段階で選択していく、第３段階で選択していく。そして、財源

と相談をしながらどこかで線を引かなければいけないと思います。 

 市としてやらなければいけないことは何なのか。裏返したら、市民にできることは何な

のかということを見定める。市民にできることは行政はしょい込まないという覚悟を決め、

できないことはできないと言い、市民と約束するということを、私としては行財政改革と

いう言葉を聞いてイメージしております。 

 それからちょっと付言で、幾つかあったんですが、財政統制だけ。財政統制等について

付言を一つだけさせていただきますと、お金というのは、自分が１万円なくすとかなりシ

ョックなんですけど、人が１万円なくしたと聞いても平気なものでございます。自分のお

金というのは市民のお金という意味ですが、それを福岡市が使っているわけでございます。

したがって、財政なるものは本来ルーズなものと考えておくべきだと思います。そのコン

トロールというものをだれにさせるかというのですが、市民自身でやる、自分のお金は自
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分でコントロールするということで、代表的には住民訴訟はある程度は機能しているので

はないかと見受けられます。これは、賛否あると思います。しかし、裁判ですから、極端

なものしか排除できないわけです。選挙を通じて、市民との直接のやりとりの中で示され

る、首長や議員さんの公約の中にはあんまり無駄遣いというのはないかと思います。そう

とも限りませんけど、こんなふうに財源を使うということで、一定の機能を果たしている

という面もなくはないでしょう。 

 ただ、ふだんのきめ細かい財政コントロールというのは福岡市の内部で行われているわ

けで、代表的には決算委員会、監査委員、行政評価も含めてよろしいかもしれませんが、

任されている。しかし、これらの人々は、外から見ると使っている本人でございます。ま

た、監査委員は外部から来ているにしても──外部監査人はちょっとわからなくて、別だ

という反論もあり得るかもしれませんけれども、外から見ていると準外部、もうちょっと

言うと身内に近いという、現状は制度としての限界があるように思います。 

 組織改革は大変難しいとは思いますけれども、改革の視点としては、現状を前提にする

にしても、使っている人とはできるだけ離れた人のコントロールにゆだねるという工夫は

できるのではないか。それから、大事にしているお金の持ち主である市民をできる限り実

質的に――制度的にフォーマルにというならよりいいかもしれませんけど、実質的なコン

トロール過程のなかに組み込むという、その実質を強化していくという視点が大事なので

はないかと思っています。 

 ちょっと長くなって申しわけございませんでしたが、以上でございます。 

【北川座長】  ありがとうございました。 

 それでは井手口委員さん、よろしくお願いします。 

【井手口委員】  皆様こんにちは。ＮＴＴ西日本の井手口でございます。私は、ＮＴＴ

の中で九州全域を統括するといいますか、責任を持っておりますし、現場という意味では、

福岡支店という単位で日々第一線でマネジメントしているという立場にあります。 

 今回、こういうお話をお伺いしまして、ＩＣＴということにかなり力を入れていくぞと

いうことで、果たして私にどんなことができるのかなという部分もありますけれども、日

ごろ、九州に赴任してまいりましてから多々感じるところはありますので、そういったこ

とを率直にこの場で申し上げることが福岡市様の一助になればいいかなと思って参加させ

ていただいた次第です。 

 今回、ご用意いただいた資料を拝見せていただいて、感想めいたことで大変申しわけな
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いんですが、幾つかお話を申し上げたいと思います。私自身、九州で生まれて九州で育っ

た九州の人間なんですけれども、意外と私も勉強不足なのかもしれません、福岡市様のこ

とについてはなかなか理解が深くなかったのかなという気がしています。冒頭の市長のお

話にもありましたけれども、いろんなことについて積極的に情報発信をされてますし、見

える化しようというか、フェアでいこうということで、随分福岡市の皆様は頑張っておら

れるように拝見していたんですけれども、改めてこうやって財政的な数字を拝見しますと、

今後非常に苦しくなってくるというこの事実について、ある意味、私は認識がなかったと

いうことでございます。よっぽど意欲を持って思ってごらんいただいている方は別ですが、

多分、一般の市民の方は、ここまでの認識はないんじゃないのかなという気がするんです

ね。 

 そういう意味では、今積極的に進めておられる情報の公開だとか見える化といったこと

は非常にその流れには沿っていると思うんですけれども、そういう積極的な取り組み以外

にも、何とかしなければいけないとか、課題感とか、こういう問題点を抱えてるんだよと

いうことは、今与えられている課題を解決していくためには、積極的にそういうマイナス

の要素もきちんと情報公開して、市民の方々にご理解をいただいて、全体的に進めていく

のがスムーズにいくといいますか、円滑にいくやり方なのではないだろうかなと思ってい

るわけです。 

 一口でＩＣＴと言っても、そのＩＣＴのどこの部分に焦点を当てて、どういうふうに進

めるかというのは、非常に多岐でございます。これは今後の議論の進め方にもよるんです

けれども。そういうことを考えると、いろんな情報を表に出していく、あるいは情報の共

有化を図る、あるいは理解を図るというのは、市民の皆様に対してもそうですが、市長が

おっしゃっていますように、体質改善とか風土改善といったことも含めると、市の中の方々

も含めて全体的にリアルタイムで今の状況を共有化する必要があるわけです。そういう意

味では、ＩＣＴの役割というのは切っても切り離せないのであろうと思っているわけです。 

 そういう意味では、弊社も含めて、ネットワークを含めて、九州でも高速ブロードバン

ドの環境整備がかなり進んでまいりましたし、そこの上にどういったシステムを乗せて、

どういった端末といいますか、デバイス等を組み込んでいろんな仕事を進めるなり業務処

理を進めるかといったことについては、いろんな進め方があるわけです。そういった 先

端の技術を取り込みながら、マネジメントの質、中身といいますか、いわゆるすべては情

報につながるわけですから、その情報をいかにコントロールするのかというのが、仕事の
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見直しにもつながりますし、今後の飛躍に向けての非常に大きなファクターになるのでは

ないのかなとちょっと思った次第であります。 

 私はＩＣＴを専門にしてはいるんですけれども、九州という単位を預かっているという

意味では、私の配下に、契約社員といいますか、アルバイトの方も含めて約１万人近くの

社員を抱えております。そういう意味では大きな組織と見られております。ご案内のとお

り、弊社は電電公社から出発して６０年に民営化されてもう何十年もたっているわけです

が、民営化されたのは随分古いんですけれども、なかなか本格的な競争というのはなくて、

ここに来てキャリアの競争が非常に厳しいということもあって、ある意味今はほんとうに

民間レベルの競争をしているわけです。 

 そういう市場環境と、電電公社以来から勤めてきた方々、これは平均年齢で申し上げる

ともう５０歳を超えている方がほとんどなんですけど、そういうことからすると、多分置

かれている環境は市の皆様と同じじゃないかなとちょっと感じているところがあります。

この報告書の中にも、今後解決していかなければいけないという課題が１６ページにまと

めてありまして、これは言葉は違いますけども、まさしく私が今九州をどうしようかとい

ろんな意味でマネジメントをしていることと本質的なところでは何か全部一緒だなという

思いがしました。これは大変なことになったなという感想を率直に抱いているところであ

ります。そういう意味で、一つ突破口というのは、社員や市民に対し情報を見える化し、

公開し、それをどうきちんと担保するか、納得が得られるというベースに持っていくか、

そういったことが非常に大事なのではなかろうかと思います。 

 近、固定とモバイルというツール網と一体となって、いろんなところで使われていま

すけれども、ソーシャルメディアみたいなことも非常に今大きく取り上げられています。

そういったことがＩＣＴの中での技術はいっぱいありますけれども、仕事の中身を見直す

に当たって、そういうことをいかにどれだけうまく取り入れられるのかといったことが、

具体的な進め方としては非常に大きくその後に影響してくるのではなかろうかと思ってい

る次第です。 

 そのためには、今の市様の置かれている全体的な情報システムのあり方というか、そう

いうことをどう現状認識するのかということも当然必要ですし、これからその仕事の見直

しにあわせて具体的にそういうツールを使って、あるいはシステムを使って、あるいはネ

ットワークを使ってどういう形に持っていきたいのか、どういう市民サービスをしたいの

かというコンセプトを明確にして、情報化の全体的なグランドデザインを描かなければ、
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なかなか思ったようなイメージのものが出てこないのではないのかなというところはちょ

っと心配しています。その辺は、しっかりと一歩一歩詰めて議論を重ねながら進めていく

んだろうということで思っておりますけども。 

 そういう意味では、現状分析をしっかりするということと、いろんなサービスがあるで

しょうから、ややもすると、今までは部分 適的な情報化みたいなものがいろんなところ

で走って、全体的な 適情報化というのが求められないというか、十分な効果が出ないと

いうケースも結構いっぱいあったりします。そういったところを解決していかないと、

新のシステムは入れたけども、なかなか市民サービスに直結しないよねという、言葉は悪

いですけど持ち腐れになってもいけないので、なるべく 小のＩＴ投資で 大のパフォー

マンスを得るというのは当然の話でしょうから。そういったことを考えながら進めていか

なければならないということを考えている次第です。 

 勝手なことを申し上げてますけれども、九州の中で福岡市様はリーディングの行政です。

今九州の経済界では道州制ということもにらみながら、九州は一つになってやっていこう

ということを言っていますので、できれば私は、せっかくやるんだったら、福岡市様がそ

の道州制のベースになるような情報化をみずからつくり上げて、全市町村を巻き込んで業

務の効率化を図る、生産性の高い九州を目指すみたいなもっと積極的な内容を描いた中で

この改革をとらえられると、ある意味、社員の生きがいというか、働きがいも出てくるで

しょう。そのことに対するいろんな問題点もあるのかもしれませんが、未来を描いてどん

どんどんどん引っ張っていただける形での進め方というのも重要なのではないかなと思い

ます。 

 今、システムはクラウドという流れになっていっております。どこかが 適なシステム

をつくれば、そこをみんなが利用するということで、 小投資で情報を共有化することも

できますし、サービスを提供することもできます。それぞれがばらばらにやるのではなく

て、そういうリーディングをぜひ発揮していただいて、この九州や福岡に住む市民の皆さ

んに、ほんとうに市民サービスがよくなったねと言われるようにものにしていければいい

のではないのかなと感じている次第でございます。 

 ちょっと感想めいた言葉が多くて申しわけございませんが、今後ともどうぞよろしくお

願いいたします。 

【北川座長】  ありがとうございました。 

 大変恐縮ですけれども、会が終わりませんので、ひとつ短目によろしくお願いします。 
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【加留部委員】  九州大学の統合新領域学府の加留部貴行と申します。よろしくお願い

したいと思います。私の背景の説明の意味で、簡単に自己紹介をさせていただきます。 

 西部ガスに２０年ほど勤務いたしておりました。学生時代から村おこし、まちづくりに

興味を持って、それがボランティア、ＮＰＯと移り変わって、この方２５年ほど活動を続

けております。現在は特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会と、同

じく特定非営利活動法人日本ファシリテーション協会という二つの法人を中心に活動をい

たしております。 

 そういう活動が高じまして、２００１年の１０月から２年半、ガスから福岡市のほうに

出向派遣になった経験がございまして、中央区の大名にあります福岡市ＮＰＯ・ボランテ

ィア交流センター「あすみん」を立ち上げるために、２年半ほど福岡市のＮＰＯ・ボラン

ティア支援推進専門員という役で、公務員の立場から仕事をした時期もございました。一

たんガスに戻りましたけれども、九州大学に出向いたしまして、この方、仕事をやってき

ておりました。気がつけば、企業の人間でありましたが、ＮＰＯをやって、行政職員をや

って、大学教員をやるという、一人産学官民連携になってしまったというのが私の背景で

ございます。 

 特に行政の職員の方たちとの仕事というのは、２０年以上いろいろな形で続けさせてい

ただいております。資料の１５ページの表にあります行財政改革のイメージ図のところで

いきますと、ここに書かれているキーワードのところには、何かしら関係を持たせていた

だいたなということを感じています。 

 例えば、市民の納得と共感というところで私が常に発したい問いとしては、だれが市民

のためにやったらいいのかということを考えています。そして、右側の財政健全化のとこ

ろでは、特に事務事業評価をほかの自治体も含めて三つほど担当させていただいている中

で、何のためにそれをやっているのかという目的のところですね。評価をやりますと、必

ずと言っていいぐらいに目的の再点検をしなければいけないことがあります。補助金など

は、当面の間と言いながら５０年たっているようなものが随分あるものですから、そのあ

たりは考えなければいけないなと思っています。 

 今日は特に下側の組織風土改革のところで私が気になっているところをお話しできれば

と思いました。これは少しスライドを見ていただければと思います。 

 おそらくお金のことは多くの方が語られるだろうと思いまして、私は、財政危機のとこ

ろよりも、むしろ人材危機のほうが気になっています。１０年後の福岡市は果たしてどん
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な状態になっているだろうかということを気にしています。今回、質を考えようというこ

とを市長がおっしゃっていましたので、質を考えるに当たって私が気になっていることで

す。この市民生活を支える職員の側の職場環境は今どんな状態になっているか。官民とも

に言われていることでもありますが、共通部分ということでご認識いただきたいと思いま

す。 

 まず、限界集落化しつつあります。孤軍奮闘、孤立無援になって、やらなければいけな

いことがたくさんあるにもかかわらず、人の頭数は当然減っていくわけなので、例えばＡ

ならＡという仕事の担当者が私一人というひとり職場が非常に増えている、相談相手がい

ないという状態が増えています。 

 過去から綿々とやっている仕事を未来に対して綿々と引き継いでいくという、そんな仕

事であれば、「昔どげんしよりましたか」と言ったら、私の若いころはこうだったと相談相

手がいるからまだいいんですが、新規事業であったり、新たな取り組みになりますと、こ

れがなかなかいない。下手すれば一人で抱え込んで、うつになって、命を落とすというこ

とが現実化している中において、ひとり職場の増加で相談相手がいない、孤立化していっ

たり、限界集落化していっていることがとても気になっています。 

 そうなると、勢い自分のことだけに目が行きがちになってしまいますので、隣の人が何

をしているかわからないというので、無関心になってしまう。そして、それが人事異動を

行って、「あれは他人がやることたい」と思っていたことが目の前にぶら下がって、初めて

当事者になって、福岡市にはこんな課題があったのだということに気づかされる。こんな

状態で、全体像を把握している職員というのが意外といないということが見えてまいりま

した。 

 そして、骨粗しょう症状態にある。私は、組織を人間の体の骨に例えておりまして、今

は、人の頭数を効率化で減らせ、減らせでいきますと、皮端（がわたん）が細くなってい

きます。まさにスリム化です。よく目を凝らして中を見ますと、何々係とか何々チームと

か、極小単位の中では何とか踏ん張ってやっておるわけですが、その極小単位同士の関係

性を見てみますと、連絡調整がうまくいっていないとか、共働が進まないとか、半歩前に

出れば骨太になるところが、皆さん遠慮し合って、半歩後ろに下がるものだから、間がす

かすかです。だから、骨粗しょう症状態になっているという、こんなことを感じています。 

 実は市民との共働というのがいろいろ言われておりますが、その手前の橋として結構難

しいのが庁内共働です。縦割りだとかいろいろな言い方もありますけれども、中は一枚岩



 -24-

になっているのか。地域のほうには自主協議会だとかで一枚岩になってほしいと言ってい

ながら、こちら側が一枚岩になっているかどうかというのは、行政側としては一回点検す

る必要があるのではないかなということを感じています。 

 質を考えるに当たってとても気になっているのが、職員の労務構成です。年齢ごとにど

んな構成になっているかということであります。これはよその事例をご紹介してみたいと

思います。 

 これは西日本にある県庁の職員の年齢構成です。平成２３年の４月、各年齢ごとに男女

混合の棒グラフであらわしています。この県庁の７年後、平成３０年の４月を棒グラフで

あらわし、２３年の４月を折れ線グラフで重ねます。県庁の７年後の姿はこうなります。 

 お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、真ん中の３４歳から４３歳のあたり、い

わゆる働き盛りと言われる方たちがほぼ半減します。そして、上の世代のところは多分、

５０代が抜けていくに伴って、昇進スピードが少し上がっていくのではないかと私は予想

しています。そして、あとの若い世代は、こういう表現は大変申しわけないんですが、ゆ

とり教育世代と言われているところもございまして、仕事の進め方や物の動かし方の価値、

道具の使い方、いろいろな世代間の差が随分あらわれてきているのを感じています。 

 そして、真ん中の生産年齢人口の中心と言われる働き盛りと言われるところは、介護や

子育てのようないろいろな状態を抱えているのに加えて、ここを補っていくために、今、

民間からの採用も増えてきています。その民間採用が増えているのはいいんだけれども、

どこまでなじんでいくかということになっていくと、これからの課題であると考えていま

す。 

 これが市町村になるとどうなるかといいますと、例えば福岡県下のある市です。３００

人の職員がいます。３００人のうち５０代が１００人います。２０代が何人いるかという

と２０人です。１０年後はどうなるのだろうということを考えます。ほかにも、例えばこ

れは九州のあるところの年齢構成ですが、男女を並べますとほぼ逆三角形でありまして、

じょうろ型になってきています。 

 上の世代、いわゆる５０代と言われるところの比率が大体３０％から、高いところでは

４０％というのが今、見受けられるようになってきまして、これが１０年間で抜けていき

ます。もちろん今から定年延長だとか、さまざま再任用だとかということもあるかもしれ

ませんが、どんなふうにその残ったメンバーがこれを引き継いでいくのか。それは、量的

なことも、質的なことも含めて、経験や知識や人間関係なども含めて、組織として何を継
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承してやっていくのかがとても気になっています。 

 加えて、２０代のところを見てみますと、男女の比率は女性が逆転してきています。大

体前の世代は男性が非常に多いんですが、若い世代になってくればくるほど女性の比率が

高まってきます。多分、男女共同参画、女性活躍推進、ダイバーシティーと言われるもの

がこれからの標準装備になっていくという中で、どんな対応をしていくのだろうというこ

とが気になります。 

 １０年後はどうなるのでしょう。私は福岡市のデータをよく知りませんが、どんな状態

になっているのだろう、あるいはどんなことが予想されるのだろう、いろいろな意味で将

来予測というものを十分にやっていく必要があると考えています。そのときにキーになっ

てくるのは情報公開です。我々はそれを知りません。ぜひ明快なものを出していただきた

い、一緒に考えたいと思うわけなんです。 

 常日ごろから申し上げています。情報公開は、開けば開くほど味方が増えますが、閉じ

れば閉じるほど敵が増えます。私は、事務事業評価をやっているときに、率直に話をして

いただいて、率直にデータを出していただくと、「ああ、こんなもんかい」ということから

始まって、ならばどうするかという話になっていく。ところが、ええ格好してそれを閉じ

てしまうと、何かあるのではないかと思って、こちらもついつい突っ込みたくなるという

ところも実際ございます。ぜひＩＣＴのことも含めて、情報を共有していく中から共感を

生み出していっていただきたいなというのが私の思いであります。 

 以上とさせていただきます。ありがとうございました。 

【北川座長】  どうもありがとうございました。 

 じゃ、よろしくお願いします。 

【実積委員】  よろしくお願いします。九州大学の経済学院の実積と申します。専門は

産業政策とか通信政策です。 

 ２００４年に私は福岡に参ったんですけれども、実はその前は中央官庁で役人をしてお

りまして、その役人生活の中で行政改革という波が何度かありました。そのときはこちら

の事務局のような立場で、行政改革に対してどういうふうに役所で対応していくかという

ことをやっておりました。それが、福岡に参って８年になって、行政改革を推進する側に

回ったというのは、非常に感慨深いものがあります。 

 そういった視点から、今回のお話、あるいは先ほどの髙島市長のお話をお伺いしていま

すと、非常にデジャブ感に襲われています。例えば選択と集中でありますとか、あるいは
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民間との役割分担をしましょうとか、あるいは議論の過程を公開しましょうということに

関しては、全く目新しさを感じないというのが正直なところで、１０年、１５年とか、あ

るいはＮＴＴさんがいらっしゃいますので、ＮＴＴの民営化を決めました土光臨調のあた

りからこのあたりの議論というのはされてきたのではないかと思います。そういう意味で、

今回の行財政改革プランというのは、ぜひ実行に踏み出していただきたいというのが私の

希望です。 

 実行ということに関して少しお話しさせていただきたいんですけれども、１９９０年代

ぐらいからインターネットというものが我々の身近になって、従来、紙と鉛筆、そろばん

と言っていたものが、パソコンであっという間にできる。なので、大変な事務作業に関し

ては、いわゆるＩＣＴ化をすればすべて見事に完結するのだという神話がまかり通ってい

るのではないかというのが私の率直な意見です。 

 自分の研究の分野ではあるんですけれども、情報化というのはどういうふうに進めれば

実際の業務効率化につながっていくのかということに関して、過去１０年とか１５年の単

位でいろいろ研究されてきて、その観点から、今回はＩＣＴを活用した業務効率化に関す

る視点に関して少し意見を、大きく分けて２点ほどお話しさせていただきたいと思います。 

 スライドをごらんください。 

 ＩＣＴを活用した業務効率化というところで も注意しなければいけないというものは、

少し字が小さくて恐縮ですけれども、ＩＣＴというものは万能薬ではないということです。

ＩＣＴは、コンピューターとかインターネットとか、非常に人知を超えた驚異的な力を発

揮するものだととらえがちなんですけれども、非常に特化した機能しか発揮しません。そ

の特化した機能というのは、例えばマニュアル化が十分に可能なものとか、あるいは膨大

なデータベースを参照するような業務に関しては非常に力を発揮しますけれども、人間の

判断をサポートするものにとどまっています。人間の判断にかわって機械がすべて判断す

るというものは、現時点ではまだ開発されていません。 

 したがって、ＩＣＴを使って行政改革を進めるのは非常に大事な視点なんですけれども、

そこには人間の判断というものをどういうふうに生かしていくかが重要です。我々の頭の

中で使う時間とかパワーというのは希少資源でありますから、それをうまく利用していく

ということを考えた上でＩＣＴをどう利用していくのかということを考えていただきたい

と思います。 

 具体的には、従来の工場におけるシステム導入とは違って、ＩＣＴというのはホワイト
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カラー、つまり事務職の能力を拡大するツールと言われていますが、個々人の事務員の能

力を拡大したからといって、それがシステムの全体 適につながるとは限らないというの

がかなり問題になっています。 

 具体的な例でいきますと、ホワイトカラーの職員にパソコンを与えて、従来紙と鉛筆で

やっていたものをコンピューターでやってくださいという話をすると、あっという間に仕

事が終わります。空き時間に何をしているか。有名なパーキンソンの法則がありまして、

空き時間があったら、その分だけ余計な仕事を増やしていくということになりまして、

終的にパワーポイントのグラフにどんどん色をつけていって、３Ｄにしていって、アニメ

ーションをつけてと、必ずしも生産的とは言いがたい仕事を増やしていくということがあ

ります。 

 プラス、仕事というのは一人で完結していなくて、いろいろなステップで行われます。

ＩＣＴを特定なステップに集中する、やりやすいところから導入するというのは当たり前

なんですけれども、そうすると、 終的にコンピューターが導入されない、インターネッ

トが導入されないというところがボトルネックになって、全体への業務運行が滞るという

ふうなことがよく報告されています。 

 プラス費用対効果です。先ほど選択と集中ということが何回か出てきていますけれども、

ＩＣＴというものをどういうふうに使って、そのパフォーマンスをどうやってはかるのか

というのを事前に確定しておかないと、何のためにＩＣＴを導入したのだろうか、 終的

に職員がマインスイーパで遊んでいる時間をつくるために導入したのかということになり

かねいというのがここでの問題点になります。 

 その上で、どういった形でのＩＣＴ導入が望ましいのかということを一つ提案させてい

ただきたいというのがありまして、ルーチン業務と例外業務の分離です。 

 近パソコンとか家電用品を買って、その後、壊れたりとかアップデートが必要になっ

たり、あるいは附属の部品を買うようになったときに、電話で問い合わせるというケース

が多いんですけれども、電話の場合、初めに、例えばパソコンであれば、部品が必要です

か、あるいはアップデートが必要ですか、それとも修理の要求ですか、あるいはオペレー

ターと話がしたいですかと、こちらのほうで適当な番号を入力して仕事を分けていって、

例えばアップデートが必要であれば、では、このホームページに行ってダウンロードして

くださいよといったルーチンになっています。そのようにルーチンで処理する業務とそれ

以外の業務とを見事に分けて、ルーチン化の業務については徹底的にＩＴ化を進めて、人
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が介在せずに、迅速に答えを出すようなシステムを組んでおいて、その一方、例外的なも

のに関しては徹底的に要員を配置して、そこに人間の判断を加えていくようなシステムづ

くりというのが民間ではなされています。 

 こういうふうにして、コンピューターが効率的に仕事をできる分野と、そうではなくて、

人の判断力がうまく生かせる分野を分けることで全体 適につながるというのが、 近の

常識となっています。 

 プラス、先ほど井手口委員から、福岡は道州制のモデルになっていただきたいという意

見があったんですが、私もまさに同じで、自治体業務でルーチン化できるものというのは、

おそらくほかの自治体にも広げることができるわけで、ルーチン業務のシステムをつくる

ことによって、それは九州モデル、あるいは西日本モデル、あるいは全日本モデルといっ

た形で横展開ができるだろうと思います。横展開をすることによってコストも下げること

ができますし、その究極的なものが、 近、別のプロジェクトだと思いますけれども、自

治体クラウドです。福岡の発展型、あるいは自治体クラウドの発展型が福岡システムにな

るのかわかりませんが、そういったものだろうと思います。 

 ここで私が言いたいことは、今までの福岡市内における業務の取り扱い方法というのを

前提としてＩＣＴを導入するのではなくて、ＩＣＴを導入するのなら、それを徹底的に活

用して、プラス人間の判断力というものをちゃんとうまく活用するという視点で業務の見

直しを図る。ＢＰＲという言葉が出ていたと思いますけれども、そういった意味のＢＰＲ

を徹底的に進めていただきたいというのが一つ目のお願いです。 

 二つ目なんですけれども、ＩＣＴの利活用というと、市民にとってメリットばかりが与

えられるのだというふうな神話がまかり通っていると思います。ただ、ＩＣＴを活用する

というのは、市民にパソコンあるいはスマホで入力してくださいということをお願いする

ことになります。そうすると、よく言われるのは、高齢者とか子供とか幼児とか、自分で

名前をパソコンで入力できるのかということがあります。確かにそのとおりなんですけれ

ども、市の側から見たら、そうしたルーチン業務というのを市民に負担してもらうことに

よって、市の業務を集約していくことになります。 

 市民の側から見ると、負担するのだったら、その分のメリットをよこせというのが当然

の判断で、ＩＣＴの活用というのはその意味で、市の効率化だけではなくて、市民に対し

て従来よりも高品質なサービスをいかに供給していくかという視点が必要になろうかと思

います。 
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 具体的にどういった作業を負担してもらえるかというのは、その下に二通り描いていま

す。一つ目は、例えば個人情報等の入力作業です。もちろん個人情報の取り扱いに関して

は非常に難しい問題があるので、そこは十分に配慮しなければいけないんですが、個人情

報――住所とか名前あるいは電話番号の入力というのを一々市の側でやるというのは、既

に時代おくれだろうと思います。あるいはデータベースの検索、「来週の下水道の工事とい

うのは何月までやるんですか」みたいな、データベースを検索するようなものに関しては、

どんどん市民に行政の事務参加をお願いしてもいいのではないかと思います。 

 そういった、市が何をやって、市民が何をやるのだという新しい切り分けが、ＩＣＴの

活用には必要な視点だろうと思います。この意味で、ＩＣＴの活用を考える上で、このい

ただいた説明の中で欠けている要素としては、市民のリテラシー改善というのが必要なの

だろう。市民のリテラシー改善、単純に言えばパソコンとかスマホをどういうふうに使い

ますか、その中で個人情報の取り扱いをどういうふうに気をつけましょうか、子供が個人

情報あるいはクレジットカードの情報を入力することに関してどう考えますかといった、

ＩＣＴの使い方の全体的なレベルが上がっていかないと、行政のＩＣＴ化は、本来ＩＣＴ

が実現できるレベルには届かないのだろうなという感想を持っています。 

 なので、市民のＩＣＴ端末というか、ＩＣＴシステムに関するリテラシーを上げるとい

う施策というものをぜひ考えていただきたいというのが私のお願いです。 

 今、話させていただいたことの 終的なまとめがこの資料になるんですけれども、ＩＣ

Ｔの活用に関して必要な視点というのは大きく分けて二つあります。一つは、行政モデル

自体を既存のモデルを前提にするわけではなくて、どういったものを行政がほんとうにや

らなければいけなくて、どういったものを市民にお願いできるのか。行政がやらなければ

いけないことのどれがほんとうに職員のハートフルな対応が要求されて、どれが機械に任

せられるのかといったものをしっかり切り分けて、議論を進めていただきたいという点。 

 それから、もう一つは、ＩＣＴを進めるのであれば、その利用者、あるいはひょっとし

たら事務作業の一部を負担しなければならない市民に対して、それをいかにうまく使って

もらうのかという教育的なもの。プラス、高齢者あるいはＩＣＴをどうしてもうまく使い

こなせない人に対してのセーフティーネットの整備をしっかり進めていただきたいという

ことになります。 

 済みません、ちょっと長くなりました。以上です。ありがとうございます。 

【北川座長】  ありがとうございました。 
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 それでは、そちらからぐるっと回るということで、よろしくお願いいたします。 

【吉村委員】  新日本監査法人の吉村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は、新日本監査法人でパブリックマーケット推進本部の地方自治体支援室長というこ

とで、地方自治体の行財政関係の仕事を専門にしております。今日は資料をお持ちしまし

たので、資料に従ってご説明したいと思います。 

 冒頭ございましたとおり、なぜ行財政改革をやるのかを 初にしっかり目的認識すべき

なのかなと。行財政改革というのは、無駄あるいは今まで慣習的にやってきたことをもう

一回洗いざらい見直して、そこで玉を出して、その玉を新しい成長戦略に打ち込む、皆さ

ん、そういう認識でやるべきなのかなと個人的には思っております。 

 一方で、この会議の名称が自立分権型となるということなんですけれども、地方に権限

を渡すと、みんな勝手にやってしまうというのが日本の国、それから地方自治体のこれま

での姿でして、借金がなぜこんなに右肩上がりに増えてきたのかを 初に検証する必要が

あるのかなと考えています。 

 地方の自立だ、地方の分権だと言いつつも、借金を減らす仕組みというのが確立できず、

なかなか脱却できない。自立をするためには、みずから律する仕組みが必要だと私たちは

感じておりまして、地方自治法の改正だとか、いろいろな法律上の制約があるんですけれ

ども、できるところからやっていくべきだということで、今、いろいろな自治体さんと進

めているところです。 

 成長戦略というのは、私自身の考え方なんですけれども、地域の雇用の創出、これにし

かないのかなと。地方の雇用をどうやって創出していくのかというところに玉をどれだけ

打ち込むのかというところがポイントで、今回の 初に８５１億の４年間の投資額が足り

ないという数字が出たのであれば、ぜひとも次回以降、この会議の中で、８５１億を４年

間の中で出せるような、１年間２００億出せるようなアイデアを少しずつ検討していくべ

きだと感じております。 

 次のページです。字が非常に小さくて申しわけないんですが、この１枚ペーパーという

のは方法論でございまして、左側の一番上に事務事業のための全庁デューディリジェンス

とあります。この全庁デューディリジェンスというのは、例えば事務事業評価とかをやる

と、物件費の大きなところだけ俎上に上がってきて、実際に物件費がなくても人件費が相

当かかっているような事業というのが事務事業評価に上がってこないんですね。そういっ

たトータルコストで見るべきというところが、この全庁デューディリジェンスの大きなポ
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イントで、そういった観点で、物件費プラス人件費をもって事業がどういった形でやられ

ているのかというところを検証していくべきだと感じております。 

 あるいは自治体フォレンジックだとかいろいろなものがあるんですけれども、例えば、

昨年、一昨年、私どものほうで福岡市の外郭団体改革というものをやらせていただきまし

た。ぞうきんをほぼ絞り終わって、ほとんど出す財源はないと個人的には感じています。

ただ、あの中に書かなかったんですが、例えば外郭団体の全法人を一本化して、行政機能

を代替しているようなところを一本化して、そこで行政のビジネスプロをそこの中で育て

て、もっと効率化するような方法というのは、これは今までの既存の仕組みのあり方をご

っそり変えれば、できると思うんです。 

 あるいは、右上のほうに、ＣＦＯ補佐官、それからＣＰＯ補佐官、ＣＩＯ補佐官といっ

た形で、今はないんですけれども、財務だとか調達資産あるいはＩＴなどに関して補佐官

を置いて、その中で意思決定する仕組みをつくったりだとか、あるいは首長、副首長――

副市長の間に置いているんですけれども、首長直轄の戦略会議体といった仕組みを置いて、

重要政策案件などを会議体の中で検討していく仕組みだとか、こういうのは今の自治法の

改正がなくてもできるんですね。 

 一方で、その下のところ、監査委員事務局改革です。監査委員事務局というのはあくま

でも内部監査でして、外部監査の目を入れると、違った視点でいろいろなものが出てくる。

アメリカなんかは、議会の下に監査委員事務局を置いて実効性を図っている、いろいろな

事例がございます。ただ、この辺は自治法改正というのが必要になってきますので、そう

いう提案もぜひ福岡市からやっていって、自治体のガバナンスの仕組みを変えていただく

取り組みをやっていただきたい。 

 あるいは右下のところに新しい資金調達手法とあります。これは財政支出を負わないよ

うな民間のドミネーション──寄附を集めてファンド化するだとか、あるいは地方特区、

自治体、こういったところで新しい財源を創出していく。 

 こういったいろいろな方法論がありますので、ぜひともこういう会議の中でその取り組

みについて検討すべきだと思います。 

 冒頭申し上げましたとおり、行財政改革というのはあくまでも成長戦略のための玉出し

だと。それから、８５０億に足りない財源をどう補完するのかきっちり目標を定めて計画

を打ち出す。この会議が終わった後、この会議って何だったのと評価されると思いますの

で、そこでの評価の指標となるような目標を立てるべきだと個人的には考えております。 
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 以上でございます。 

【北川座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

【吉田委員】  吉田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は、九州の暮らし創造研究所の代表ということで、今回こちらに同席させていただい

ております。自己紹介をさせていただいた後に、意見を述べさせていただきたいと思いま

す。 

 私自身は今現在、個人で自治体のまちづくりのお手伝いをさせていただいております。

もともとは地域計画のコンサルタントから出発しておりまして、九州、福岡県を中心に自

治体の方と随分やらせていただきました。ただ、その中で私自身は、もともとは土木とか

建築の分野の出身なので、物をつくっていたんですけれども、使う市民の方の意見を取り

入れずに物をつくるということに問題意識を持ちまして、当時、市民参加という言い方を

しておりましたが、市民の意見をいかに取り入れるかという部分で、１０年以上まちづく

りのお手伝いをさせていただいております。 

 その中で、例えばお隣の大野城市役所の職員をさせていただいたり、福岡市でしたら、

先ほど加留部委員からお話がありましたように、福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センタ

ーの指定管理者として、ＮＰＯ法人の立場から、自治体のまちづくりの中でも一番市民に

近いところでかかわらせていただきました。 

 私個人のテーマとしては、立場は変わりましたけれども、地域の資源とコミュニティー

の力で問題解決や再生を図っていくということで一貫してかかわらせていただいているつ

もりでございます。 

 そういった私の経験から言うと、今日いただきましたテーマの中で、市民の納得と共感、

それと組織風土の部分が私の担当分かな、吉村さんと随分違うなと思いながら聞いていて、

今から全く違うお話をさせていただきたいと思います。 

 １６ページに課題を事務局にまとめていただいておりますが、その中から四つほど意見

を述べさせていただきたいと思います。今ある意見の中でのお話になるかと思いますけれ

ども、よろしくお願いいたします。 

 まずは市民の納得と共感ということで、情報公開というのが一番上に掲げてあります。

私は現場で市民の方とやっていて、これは常々重要だと思っています。ただ、このお話を

受けて感じているのは、公開という言い方では足りない。つまり情報は公開と共有までが
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行政の役割ではないかと思っております。 

 といいますのは、情報というのは、伝える側の伝え方と受け取る側の受け取り方の両方

があって初めて機能すると考えております。例えば、私たちが現場で市民に方にアンケー

ト調査の結果なんかを報告するときも、「５％もあります」と言うのか、「５％しかありま

せん」と言うのかによって、意見、議論がものすごく大きく違ってくるんですね。そうい

ったものは、発信だけして、５％というのだけが来ると、理解されるかもしれないですけ

れども、受け取りようによっては、不信や誤解を招くというのもあります。おそらく公開

だけだとプラスもマイナスもあることが大いに考えられます。 

 先ほど行政の職員の方の役割として、ＩＣＴは公開の部分についてはかなり役に立つ部

分があるんですけれども、共有の部分に関しては、職員の方の力というのがすごく大きい

のではないかなと思っておりますので、伝える力を重視するというのはすごく重要なんで

すが、共有というのをテーマに入れるほうが大事だと思っています。 

 それと、発信をしていくのはとても大事なんですけれども、私たちは、情報というのは、

自分の必要なときに必要な情報を聞きたいように聞くんですね。なので、一生懸命発信し

ても、私も含めて市民の方は聞きたいときしか聞いていなくて、発信に努力し始めると、

何か砂漠に水をまいているような感じになってきます。発信もしていかなければいけない

と思うんですが、一方で、情報をとりたいと思ったときのアクセスのしやすさという部分、

親しみやすさの部分を工夫していくというバランスでやっていかないと難しいと思ってい

ます。 

 ということで、ここは情報の共有という視点が必要ではないかということと、発信だけ

ではなくて、アクセスのしやすさというのを入れていく必要があるのではないかというこ

とで、一つ目の意見とさせていただきます。 

 二つ目の意見ですけれども、市民との共働というところについては、市民の方のパート

ナーシップに関するマインド、風土をどう醸成していったらよいのかということが非常に

重要だろうと思っています。具体的に申し上げますと、意識の問題なので難しいと思うん

ですが、ビジョンを掲げるということでお話をしていく考え方、発想を身につける必要が

あると思っています。 

 ちょうど今日、北川委員長が 初に、これは行革ではなくて、自立分権というビジョン

に対する行革であるというお話があったと思うんですが、今、市町村の職員の方は行革で

ものすごくきつく締められています。共働をやる自治体は行革推進団体がとても多いので、
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いかに私の担当者の方が日々行革で予算がありませんと言われているかは知っているんで

すが、すごく問題だと思うのは、自分がいつもそういう視点で上から言われるものですか

ら、市民の方とお話しするときに、どうしてもそこに意識が行ってしまうんですね。 

 昨日ちょうどあったんですが、ある自治体で、ＮＰＯの方がこういう事業をやりたいと

いうことに対して、その方は、その目的ではなくて、参加者が少ないから費用対効果がち

ょっととか、これはちょっとリスクが高くなるのでしょうかという話をして、決裂したと

いう報告を受けました。人間は自分がされているようなところに意識がどうしても行って

しまうので、行革をあまりにも言い過ぎると、そこに意識が行ってしまって、ほかの人と

話をするときにもそこが気になって仕方がないということが起こるということをものすご

く感じました。ここの部分をどうするのかというのはあると思うんですが、ビジョン、何

のためにということを掲げるという仕事のアプローチの仕方を評価の段階でもしていくと

いう工夫をしないと、この認識というのは変わらないと思いました。 

 会議の名前を変えたほうがいいのではないかという北川委員長の 初のお話は全くその

とおりだと思ったんですが、大々的にこの会議は行革ですよと市の内部の方に言うと、市

の職員の方には、また締め上げられるのだというメッセージが伝わってしまって、何のた

めにそうするのかという部分が伝わらない危険性があると思います。そういった意味では、

成長戦略のためのとか自立分権型のための行革の手段であるというメッセージをきちんと

伝えていくことから始めていかないといけないのではないかと思っています。 

 三つ目は組織のマネジメントの部分になるんですけれども、今のお話でいくと、現場の

職員の方とつき合っていてとても感じるのは、どの自治体もなんですが、係長の職員ぐら

いのところに現場の負荷が相当集中していると思います。今までの仕事と新しい仕事があ

るのだけれども、仕事のやり方はあまり変わらないので、業務の量がすごく増えています。

新しいことをやっていきなさいとか、こういうふうにマインドを変えていきなさいという

圧力も一方ではある中で、日々やることが多過ぎて、頭の中を切りかえる余裕がないとい

うことが非常に多いと思っています。係長クラスの仕事のやり方を改善できないのかと思

っていまして、課長なのか部長なのか、私は役割分担がわからないんですけれども、課全

体ぐらいの中で繁忙期が違ったりとかします。こっちが忙しいんだったら、そっちに人を

やって、課全体で、業務の中の１割ぐらいを未来に投資する時間を生み出すという目標の

中でマネジメントをしていかないと、多分未来に投資する時間を現場レベルでは生み出せ

ないのではないかなということを感じています。「組織のマネジメントは未来へ感じる１
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割の時間を生み出すために」みたいな感じでマネジメントしていくような、これは仕組み

なのか、マネジメントの手法なのかわかりませんが、そういった観点が必要かと思ってお

ります。 

 後４点目ですが、人材の育成と活性化の部分になります。 

 今、どこの自治体でも研修をすごくやっていらっしゃるんですね。私も研修をさせてい

ただくんですが、政策形成研修とかいうのがとても多いですね。それとか共働のやり方を

教えてくださいという研修も私はオーダーされるんですけれども、どれも個人のスキルを

上げようという研修をされるんですね。 

 ですが、私自身は、個人のスキルでは多分、自治体に差はつかないのではないかなと個

人的に考えていまして、私の中の人材育成の方程式は、分母に行政のミッションとか役割

があって、その上に個人のスキルと、掛ける配置の問題と組織力というのが多分あるのだ

ろうと思っています。 

 個人のスキルは頑張らないといけないんですけれども、一つは配置の問題というのがあ

ります。キャリア形成のお話もあったかと思いますし、やりがいという意味でいけば、そ

ういったキャリア形成の工夫も必要でしょうが、 近自治体の中で、研修させていただい

て、私が非常に懸念しているのは、福岡市もそうなんですけれども、望ましい職員像とい

うのがあるんです。情報収集力もあって、企画力もあって、コミュニケーション能力もあ

ってということなんですけれども、理想像なだけあって、ピカピカのスーパーマン像なん

ですね。あれを基準に評価すると、現場の中で職員の中に光の人と陰の人ができるような

印象をとても受けるんですね。何か共働市民花形部署と地道な保健の部署みたいな感じで、

行政の職員の中で、「私の時代が来た」という人と、「私、ちょっと時代おくれな感じがす

るから、あと１０年ぐらい静かに過ごそう」みたいな人がいて、意識にものすごく差が出

てきているような気がするんですね。評価の考え方も、ピカピカなのはいいんですけれど

も、組織力と書いてあるように、私はチームの力だろうと思っていますので、連携によっ

て職員は必ず輝けるという評価の仕組みをつくっていく必要が大事ではないかなと考えて

います。 

 後は、庁内連携がとても大事ですというお話です。 

 ほかの小さい自治体だと、係長さんとかも大概みんなと友達なので、打ち合わせをして

いて、ちょっと別の課だと思ったら、「ちょっと来て」と呼んで話ができるんですが、福岡

市さんの場合は組織がとても大きいので、なかなか連携が難しい。小さい自治体は、小さ
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いだけに人間関係だけでほとんどうまくいったりするんですけれども、福岡市さんぐらい

に大きくなると、なかなか知り合いというわけにもいきません。どういう仕組みが要るの

かわからなくて、仕事の連携が重要とはよく言われているんですけれども、評価を工夫す

ればいいのかどうか悩んでいるところです。もっと連携をしていくという部分が評価され

るような風潮みたいなもの、仕組みみたいなものがないと、なかなか職員の方が動きやす

い環境にはならないのではないかなと感じています。 

 済みません、長くなりましたが、以上です。 

【北川座長】  ありがとうございました。 

 それでは、続いてお願いいたします。 

【久留委員】  大分 後のほうになってきまして、正直、人の話をずっと聞くのはきつ

くて、多分ほかの皆さんも、あと３人かなと思いながらお聞きだと思います。済みません、

もう少しご辛抱いただければと思います。 

 まず、簡単に自己紹介をさせていただきますと、私はずっと福岡市生まれの福岡市育ち

です。見ましたところ、多分、私が福岡市民としての経歴が一番長いのではないかと思っ

ておりますけれども、仕事は、専業主婦、子育てをした時期がしばらくありまして、３０

を過ぎて、福岡県の消費生活センターの相談員をいたしましたり、それから、その後、た

またまチャンスがありまして、銀行で１６年仕事をいたしました。銀行での仕事というの

は、消費者調査を長年やりましたり、それから、銀行の広告塔としていろいろな委員会に

出させていただいたり、講演をしたりという仕事をしておりました。 

 ５０を前にしまして、このままサラリーマンでいるのはおもしろくないと思いまして、

ビスネットという会社を立ち上げたわけなんですけれども、ちょうど今年で１０年を過ぎ

まして、１２年目に入っております。銀行時代の途中で消費生活アドバイザーという経産

大臣の認定資格を取りまして、企業と消費者のパイプ役という位置づけ、それから、行政

と市民のパイプ役という位置づけで、銀行でも仕事をしておりましたけれども、株式会社

をつくりまして、ビジネスとして今やっているわけです。 

 主に調査をさせていただいたり、それからモニター調査で、企業さんに消費者の立場か

らいろいろなアドバイスをさせていただくという仕事をしております。そして、３０代か

らですけれども、福岡市にはとてもいろいろご縁がありまして、ざっと数えたところでも

二、三十ぐらい、過去にも、それから現在もそうですが、審議会の委員をさせていただい

たりしております。 
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 そういう立場から、私は今回ここの委員としてお話をさせていただくわけですけれども、

年がわかりますが、６０年の福岡市民としての感想から申し上げますと、ほんとうに私は

福岡が好きです。とても住みやすくて、適度な都市で、いい市だと思っています。東京に

も結構行ったりしますけれども、東京は大き過ぎるし、関西もちょっと風土が違うしと思

うと、福岡市というのはほんとうに適当な大きさで、規模的にもいいですし、それから非

常に市民が開放的で、とてもいい市だと思っています。そして、新幹線の開通ですとか、

新しい商業施設の開業ですとか、絶えず話題をつくっていると思います。外の方たちから

も、福岡は元気でいいねといつも言われています。 

 しかしというか、福岡は、日本の人口が減っている中で人口も伸びているし、非常に元

気があるねと言われるところにあぐらをかいているのではないかなという気がします。と

いいますのが、今日のお話でも、財政なんかを聞くと決して安穏としていられないのに、

一見華やかに見えるだけに、危機感がないなという感じがします。これは、決して行政の

方たちだけではなくて、市民に危機感がないと思うんですね。いつも福岡は元気だね、華

やかだねと言われているので、市民にも危機感がないのではないかなと、私は一つの問題

提起として上げてみたいと思います。 

 それから、そういう福岡市をずっと見てきて、それから福岡市民として暮らしてきて、

そして、特に試行のときからすると４回ですかね、事業仕分けをさせていただいたんです

けれども、いろいろな委員会にかかわっているだけではなくて、仕分けをさせていただく

ことで、役所のことが一番わかりました。それから、職員の方たちのこともある程度わか

ったつもりです。 

 そういう中で感じましたのは、一人一人の方たちを見ていると、非常に頑張っていらっ

しゃるし、いい方たちが多いんですけれども、役所の事業ということで考えていくと、仕

分けのときに私がひっくり返りそうにびっくりしましたのは、民間というのは、昨年どう

いう事業をやって、それを検証して、今年はどういうふうにやっていくか、財源も含めて

どういうふうに見直していくかというのを必ずするんですけれども、役所の場合はそれを

していないのだなというのにほんとうにびっくりしました。全部とは言いませんけれども、

仕分けにかかってくるのを見ていますと、どうかすると２０年も３０年も同じ事業をされ

ていて、そこに対してＰＤＣＡのチェックをかけて検証されて、そして、次の段階にどう

持っていこうとしているんですかと聞いたら、この事業は皆さんから、市民から非常に喜

ばれているので続けておりますという回答しか返ってこない。その職員の方たちの対応と
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いいますか、受け答えにほんとうにびっくりいたしました。４年近くやっていますと、年々

多少変わってきてはおりますけれども、私が今お話ししたことから、二つのことを上げた

いと思います。 

 国の事業仕分けのときも、まないたに乗った魚が自分で包丁を持てるのかどうか、包丁

で自分の体を切れるのかどうかという比喩で言われましたが、私は、まず行政の方たちが

自分たちでやっている仕事、事業というものをきちんと自分たちでチェックして、時代の

流れを酌み取り、市民のニーズを酌み取り、そしてそれを検証していくという、簡単に言

えばＰＤＣＡをほんとうに回していくことができるのかどうか、ここのところがずっと行

財政、特に行政改革、職員の改革、風土の改革と言われている中で、一番難しく、手ごわ

く、変わらないところではないかと思っています。 

 簡単に言えば、職員の意識改革とか人材育成と言えるのでしょうけれども、そんなに簡

単なものではないと思うんですね。どれだけ職員の方たちが自分たちの仕事にプライドを

持ち、意識を持ち、そして市民のためにという気持ちを持てるか、私は、そこのところを

この行財政改革で踏み込んでいけたらいいなと思っています。 

 それから、２点目です。これはあまり皆さんおっしゃってなくて、吉田さんが少しおっ

しゃったかもしれないんですけれども、１４０万市民、それと、いろいろな人材がいる市

民の活用がされていないのではないかなという気がするんですね。よく言われますけれど

も、行政の方たちだけで市を動かしているわけではなくて、特にこれからはどれだけ市民

の力を活用するかということが重要だと思います。 

 その市民の力を活用するというので行政は何をするかというと、コーディネート力、そ

れと、加留部さんの分野ですけれども、ファシリテーション能力といいますか、そういう

力を発揮していって、自分たちがみずから動くこともありますが、どれだけ市民の力を引

き出していけるか、活用していけるかというところで、ほんとうの意味で行財政改革が行

われていくのではないか。特に財政の面を考えていくと、なるべく無駄なお金は使わない

で、だけれども活力ある、そしてある意味、投資をしていくためには、市民の力を活用し

ていくということではないかと思うんですね。 

 そういう意味では、これもちょっと吉田さんがおっしゃいましたけれども、情報提供と

いうのが一方通行のような気がするんですね。情報というのはツーウエイであって、伝え

ながら聞いて、またやりとりをしてというツーウエイの情報提供をして、そしてほんとう

に伝わっているのかどうかという検証をしていったり、それから意見を聞きながらまた伝
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え方を考える。簡単に言うと、例えばホームページとか市政だよりで市民には情報を出し

ていると言われるかもしれませんが、果たしてどれだけ市民がそれを見ているのか、どう

いう感想を持っているのか、ほんとうに伝わっているのかという検証がされていないので

はないかと思います。 

 ２０年先ぐらいまで人口が伸び続けていくと言われている、こんなに恵まれた都市はな

くて、そういう都市の活力というか、力を活用しない手はないと思うんですね。多分この

辺はあまり皆さんが言われないのではないかと思って、市民と行政とのつながりをどうい

うふうにつけていくのかという、役所の方たちのコーディネート力みたいなところにも踏

み込んでお話をさせていただければと思っております。 

 以上です。 

【北川座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、次、よろしくお願いいたします。 

【沼尾委員】  皆様、こんにちは。私は日本大学の沼尾と申します。専門は地方財政で

ございまして、日ごろは東京におりますので、実はこちらの地元のことは詳しくございま

せん。そういう意味では、いわば私が何か申し上げることは、ある意味よそ者からの意見

ということになるんですけれども、そういった観点から聞いていただければと思います。 

 地方財政の研究を長年やってきているということで、実は福岡市に関しても、平成１４

年度から１６年度の間に、税財政調査研究会の委員として、こちらに通わせてきていただ

いたことがございました。そのときのことを振り返って、今日の皆様のお話を伺って、非

常にびっくりしたことがございまして、例えばその当時、そういう意味で言うと、福岡は

かなり先を行っていたと思うんですけれども、これからの自治分権の時代の財政のあり方

を考えなければいけないということで、歳入の自治、歳出の自治ということを明確に掲げ

まして、これから国の財政も厳しくなってくるけれども、福岡市としてどのように歳入を

確保すればいいのかということで、税源涵養策のための企業誘致政策ですとか、ＮＰＯの

支援なんかも含めて、いろいろな税制優遇措置の検討、あるいは都市の中心部を開発する

ときに、アメリカなんかのＢＩＤとかＴＩＦの手法なんかも勉強しまして、具体的に税収

が上がるということを見越した形で起債をするということで、資金調達を固定資産税と組

み合わせられないかとかいうことを相当研究しました。 

 あのころ、あちこちの地方で独自課税をつくるというのがはやっていて、北九州市さん

でも環境未来税が出たりしたということもあって、では、福岡として独自課税を検討でき
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ないかということでした。東京都ではホテル税を入れたけれども、福岡の場合はどうかと

か、観光産業への影響はどうかとか、そういうこともかなり練った記憶がございます。 

 一方、歳出についても、アイランドシティの問題があのころ出ていたので、それをどう

するかということも含めて、３年かけて相当いろいろなことを検討して、これからの財政

のあり方というのがそれで進んでいくのかなというもので、かなり実のある報告書をつく

ったような印象がございました。 

 それから８年ぶりにこちらのほうに参加させていただいたんですけれども、今、皆様方

のご意見を伺っていると、先ほどデジャブというお話があったんですが、税源涵養のため

の企業誘致策をどうするか考えなければいけないという話がまた出てきていて、あれ、で

は、この間の市の改革というのはどういう形で進んだのだろうかというところで、非常に

疑問に思ったところがございます。 

 その一方で、久しぶりに福岡に来てみて非常に驚いたのは、例えば博多の駅前が、九州

新幹線の開通なんかもあって非常にきれいに変わっていて、むしろ東京あたりにいると、

まだ震災復興のようなところもあって、なかなかこういう成長戦略とか活力というところ

に意識が行くというよりは、どういうふうに復興を支援していけばいいのかとか、さらに

言うと、もう人口減少が始まっちゃっているので、少子化対策をどうすればいいのか、人

口をどうやって減らさないかというところにものすごい意識が行っている。なので、子育

て支援とか何かのところに意識が行っていて、これだけ経済的にもかなり行け行けの余裕

があって、その中で、ここから落ちていかないために、あるいは伸びていくためにどうす

ればいいのかというところを考えられる、そういう地の利と経済状況があるという意味で

は、まだまだ福岡市というのはポテンシャルがある大都市なのだろう。だから、ここでし

っかり状況を見ていかないといけないのではないかと思いながら、お話を伺っていたとこ

ろでございます。 

 先ほど８年前の検討がということを申し上げたんですけれども、さはさりながら、この

間、地方財政を取り巻く状況、特に大都市財政を取り巻く状況は非常に厳しくなっている

ということは間違いなくて、三位一体改革を通じての交付税の削減で、当初は小規模町村

の交付税が減らされたんですけれども、その後、大都市はどちらかというと税源もあって

体力もあるだろうということで、大都市の地方交付税にかなり手を入れられてきました。 

 一方で、人件費の削減あるいは民営化、民間活力の推進というところでの行革の集中改

革プランなんかも国のほうから出されてくる中で、福岡市さんとしても、人件費の削減と
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民営化ということで相当努力してこられたのだろうというところも非常によくわかります。

そうは言っても、実際にこれから扶助費、社会保障関係の支出が伸びていくという全国的

な波もこれから押し寄せてくるでしょうし、先ほどの資料を見せていただいても、実際、

生活保護費の上昇ですとか、今回の資料にありませんでしたけれども、おそらく国民健康

保険の繰り入れ分なんかも相当増えてくるだろう。その一方で設備投資ですね、投資の更

新ですとか、長寿命化への対応といった、ほかの大都市が抱えているようなことも課題と

して上がってくるとすると、それにどう対応していくのかというところが課題になってい

くだろうと感じたところでございます。 

 その上で、これから市としてどうしていくのかということに関して、ここで検討してい

くのだと思うんですけれども、私がちょっと気になっているところを３点だけ手短に申し

上げます。 

 まず１点目として、これは質問でもあるんですけれども、投資の部分で、更新投資とか

長寿命化を考えるときに、固定資産台帳の整備とかについて、古いものに関して資料がな

いということで、いろいろな指定都市さんは苦労されています。そういったところの情報

を改めてきちんと整理しつつ、それを幅広く開示する仕組みをつくるというところをどう

考えてこられたのかとか、あるいはこれから考えていくということが非常に重要ではない

かということが１点目です。あるいは今後更新とか長寿命化を考えるときに、どのように

すれば維持経費を 小にしつつ、非常に利用価値もある、あるいは可能性のあるような設

備投資が可能になるのかというところの検討が、そこでの市民参加ということも含めて課

題になるのかなということでございます。 

 あと、２点目としては、対人サービスに関する問題です。先ほど生活保護とか国保の話

もしましたけれども、特に大都市の場合、低所得者から高所得者までいろいろな方々がい

らっしゃるわけですが、対人サービスのところが家族とかコミュニティーでなかなか担え

ないとすると、そういったところを公共サービスも入れてどう確保するかというところが、

特に基礎自治体としての大きな課題になってくると思うんです。 

 かつては一定の基準を設けて、それに対して措置をすればいい、あるいは対処すればい

いということで、ルールや基準をつくって、それを確実に保障していくことが行政の役割

だったわけですけれども、今は非常に、どんな人に対しても普遍的に、かつ多様なニーズ

に応じて柔軟にサービスを供給することが求められる。ところが、普遍的に多様なニーズ

に柔軟にというところが実は行政は非常に苦手なところでして、そこをどうするかという
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ところが非常に課題になってくるのだろう。多くのところでは、そこは民間活力を入れな

がらということでやっていくわけですけれども、そうすると他方で、そこでやっている民

間事業者自体が普遍的で多様で柔軟なサービスをきっちりやっているのかということをチ

ェックするとか、そこを理解する、把握する、あるいはその事業所との対話が求められる

ようになってくる。 

 直接サービスでやらずにアウトソーシングしたとしても、そういうことをきっちり把握

することが大事ですし、直接やれるところはやるとすれば、そこを柔軟にやれるような仕

組みをつくらなければいけないというあたりのところを含めて、多様で普遍的なものを柔

軟にやるための行政体制のあり方とか、あるいは民間との連携協力のあり方が改めて問わ

れるのかなと考えております。当然ですけれども、それをやっていくための行政側の体制

や運営のあり方も当然問われてくることになるのだろうと思います。一番難しいのは、多

様で柔軟なものというのは、需要の幅が非常にあり過ぎて、そこがなかなか見込めないの

で、 適な財政需要が幾らなのかというところが非常に測定しにくい部分があります。そ

この予算化の仕組みというのをどうするのかというところも含めて、これから考えられて

いくのかと思います。 

 後の３点目として、一方で市民の意識の問題というのもあるだろうと思います。これ

は福岡市の場合は当てはまらないのかよくわからないんですけれども、 近、例えばちょ

っとけがをすると救急車を呼ぶとか、何かあると警察に電話をするとか、何かあるとすぐ

病院に行くとか、要するに行政サービスはただではないんですが、直接費用を負担してい

ないので、わりと気軽に利用する方が非常に増えている。そういうことをどうしていくか

ということが非常に課題になると思うんですけれども、それだけコストがかかっていて、

それは租税負担なり何なりにはね返ってくるのだよというところをいかにきっちり理解し

てもらうのかが大事なのだろうと思います。 

 これは、福岡のような大きい都市ではなくて、非常に小規模なある町がやったことなん

ですけれども、国民健康保険税の負担を抑制するために、自分たちの住民に、うちの町の

１人当たり医療費が何で高いのかということを全部分析して、ほんとうにあちこちの会合

──商工会議の何とかの集まりとか、町内会とか自治会とかＮＰＯの集まりとか、呼ばれ

ればどこでも出ていって、これだけ医療費がかかっていて、だから重複診療はやめましょ

うねとか、まずかかりつけ医院に行きましょうねとか、薬はジェネリックをくださいと言

ってくださいねとか、ものすごくきめ細かく話をして、４年間かけて１人当たり町民医療
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費の額を地道に下げたという実績を上げたような自治体もございます。なるほど、こうい

うことをすると自分たちの負担が上がっちゃうんだというところをいかに一人一人の市民

が当事者意識を持てるかどうかというところも実は大切で、そういうところをどうきめ細

かく考えていくのかなというところも課題なのかなと。 

 今言ったようなこととの絡みで、こうした大都市の場合に、もう一つ、都市内分権のあ

り方をどう考えるかというのは、実は一つポイントになるのかと思います。今日の資料で

は特にそういった視点のところは出ていなかったんですが、そこも行政改革のあり方とし

て考えられていいのかと思います。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

【北川座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、 後になって恐縮でございますけれども、よろしくお願いいたします。 

【世良委員】  もう皆様、多人数のお話を長く聞かれてお疲れかと思いますので、私の

話はできるだけ手短に頑張りたいと思います。弁護士の世良洋子と申します。 

 私は、福岡で弁護士業務を行っておるわけですけれども、福岡の弁護士といいますのは

東京や大阪の大都市などとはちょっと趣が違いまして、細かく細分化された専門に特化し

た業務のみを行うというよりは、広くいろいろな市民の方からのご相談をお聞きする、市

民、地元企業に親身になって法的なアドバイスをしてさしあげるという、わりと地元に密

着した、市民目線、地元企業目線で業務を行っておる方が多い傾向がございまして、私も

その例に漏れないわけでございます。ですので、福岡市の行財政改革を考えましたときに

は、そういった市民の目線、地元の目線といったようなものがある程度私の見方にも取り

入れられてくると思っておるわけでございます。 

 皆様の具体的なさまざまなご意見、提言を伺いまして、私からは、理念的な感想めいた

ものになって恐縮なんですけれども、私のほうでこのたび考えておりますことを申し上げ

ます。 

 まず、行財政改革というわけですけれども、これまで福岡市では行政改革、財政改革を

続けてこられたわけでございます。その中で今日、委員の皆様から、以前の改革がどの程

度実現できていたでしょうかという指摘があっておりますが、まさに改革をやり遂げるこ

とができるのか、やり遂げるためには何が重要かといったことも、この会議の中で考えて

いくことなのだろうと思います。 

 市長の 初のごあいさつの中で、僕はこの行財政改革をやり遂げたいんですというお話
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がありましたけれども、やり遂げるにはさまざまな障害があるようだというのは、皆様方

のお話を伺って思ったところでございます。 

 こういった行財政改革というものは、行政法的に言いますと、行政計画といったような

ジャンルに属するものになろうかと思いますけれども、この行政計画というのは、現在の

行政においては非常に必要なことなんですね。その行政計画というものはどういうものか

といいますと、ある一定の時間軸のもとに目標を設定して、各種の施策手段をその目標達

成のために動員するといったような構造を有するものだと言っていいかと思います。今回

の行財政改革プランといいますのも、福岡市としてビジョンを掲げて、そのビジョンを掲

げながら福岡市の施策全般を推進していくといった機能を持っているわけです。そのビジ

ョンとして、今回は成長戦略の実現、市役所の体質改善ということを掲げておられるわけ

ですが、まさにこれは考え抜かれた中で設定されたもので、私もそのとおりだろうと思う

わけです。 

 この行政計画というのがビジョンを示すんだということですけれども、行政の推進にお

いては、ビジョンを示すことというのは非常に重要なわけです。だれに示すことが重要か

というと、市民に対してビジョンを示すということ、そして市庁舎内の職員に対してビジ

ョンを示すこと、この二つがどうしても必要になってくるわけですね。複雑で多様な現在

の行政組織の中で、非常にさまざまな行政サービスというものの提供が行われていて、そ

れはほんとうに多岐にわたって、それぞれのご担当者の方が一番よくご存じでいらっしゃ

る、そういったことだろうと思うんですけれども、行政計画――行財政改革といいますの

は、行政の合理的な遂行のために非常に重要なのだと考えられてきているわけです。 

 そうしますと、現実の行政を一定の展望のもとに方向づけて、変動する社会情勢、状況

に応じて適宜方向性を調整していくといったような作業が常に必要となりますので、たび

たび行財政改革をやっていて、なぜ、さらにまたやらなければならないのかというのは、

その都度その都度の現状に応じて、どうしても必要になってくることなのだろうと思いま

す。ともすれば職員の方は徒労感に襲われてしまいがちなのでしょうが、決してそういう

見方ではないのだということを、市長もそうですし、この会議の委員も、すべての皆さん

方がそういった視点でおっしゃっておられると思いますので、その視点はぜひ忘れないで

進めていくことが必要ではないかと思っております。 

 私の視点からすると、市民の納得と共感、組織風土改革といったところが気になるとこ

ろでございます。組織風土改革といった点からまずお話をしていきたいと思うんですけれ
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ども、市の職員の皆さん方の意識をどのように向上させていくかというのは重要なことな

のではないかと思います。 

 少しお話は変わるんですが、私は昨年の９月から今年の４月まで、屋台との共生のあり

方を考える研究会に招かれまして、委員として参加をしておりました。この会議の中にも、

そのときにお顔を合わせた方がいらっしゃるわけなんですけれども、そのときの今回の行

財政改革ともかかわる点を具体例で申し上げたいと思います。 

 残念なお話をするので恐縮なんですけれども、屋台の研究会においては、屋台の抱える

問題というのももちろん浮き彫りになったわけなんですが、福岡市の抱える問題というの

も浮き彫りになったんですね。具体的には、これは歴史的なこれまでの屋台に関する福岡

市の取り組みの経緯というのがあるんですけれども、平成８年から１０年ぐらいまで屋台

問題研究会という有識者会議がございました。そちらが平成１０年に屋台問題研究会報告

書というものを出されてました。これはどういうものかといいますと、政策提言型の審議

会で、諮問機関として、有識者ですとか行政担当者をメンバーとして組織されたものだっ

たわけなんですけれども、そこで、随分ニュースにもなりましたが、屋台の経営者の方は

原則１代限りしか続けられないのだという大変重要な政策を、福岡市として初めて正式に

打ち出した報告書だったわけです。 

 そんな中で、福岡市が実施すべき施策というものも示されていました。例えば屋台の再

配置ですね。道路をあまりにふさいでしまうので、そこにいては交通の阻害になるから別

のところに移りましょうとか、それから、屋台営業の基本ルールをきちんと確立しましょ

うとか、屋台の関連設備――上下水道とかトイレとかそういったものを改善しましょうと

いうことについて、平成１０年当時に報告書の中で提言がされたわけなんですが、私が参

加しておりました昨年から今年にかけての研究会で浮き彫りになったのは、福岡市の施策

が生きていないことが結構あったということなんですね。 

 屋台指導要綱という基本ルールをつくりましょうというところまではおできになってい

て、屋台の再配置のところも取り組まれていたんですけれども、何となく立ち消えになっ

てしまって、いつの間にかだれもあまり何もしていない――していたとも思うんですけれ

ども、私が委員として見たらそういうふうにも見えるところがちょっとあったんですね。

あれ、どうしてかな。このような政策提言型の審議会があって、それできちんとした報告

書も出されていて、そして、それは平成１０年度以降に事業化しましょうとか、３年程度

の一定期間が経過した時点で分析評価をしましょうという実施スケジュールが盛り込まれ
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ていたわけなんですけれども、それがなぜかされていなかったんですね。 

 もともと審議会の意見の法的な拘束力については行政法上の議論もありまして、諮問し

た自治体が法的に拘束されることはないというのが実は一般的な見解なんですね。しかし

ながら、屋台というものが、道路法という法律に基づいて道路を占用する許可を福岡市が

屋台の営業者に対して与える、そうすることによって屋台が初めて営業できるという法的

な枠組みがありまして、そのような法律で定められた事項について諮問をした以上は、そ

れを尊重するというのは当然のことわりなわけです。従わなかったときには、どうしてそ

うしなかったのかという説明の義務が発生してきたりするわけで、そういったことがされ

てなかった一つの事象なわけです。 

 屋台はあくまで一つの例として申し上げていまして、別につるし上げるつもりで申し上

げているわけではございませんので、誤解のないようにと思うんですが、例えばそういっ

たようなことが起きてしまう原因というのが何なのかなというのは、組織風土改革を考え

る際の一つの材料になるのではないかと思うんですね。 

 例えば先ほど委員の方のご指摘にもありましたけれども、加留部委員が人材危機、一人

の職場で業務を担当しているということがあるですとか、それから、吉田委員もおっしゃ

っておられた、現場の職員に対して負荷が大きかったりするのではないかとか、やらなか

ったことだけを責めるという姿勢では決してなくて、どうしてそういうふうになってしま

っているのかというところをぜひ振り返って見るというのも、今回の行財政改革の有識者

会議の中でやっていくことができたらいいのではないかと思います。 

 それから、先ほど、行財政改革の目的をしっかり認識することが重要だ、市民も認識を

していくことが重要なのだということを少し申し上げたわけなんですけれども、これが今

回の改革推進における課題の目標像の市民の納得と共感といったことにつながってくるの

だろうと思います。市役所内だけでなくて、市民と行財政改革についての方針を共有して

いくということが重要になってくるのだろうと思います。市庁舎内だけで完結すべき問題

ではなくて、市民と行政とがともに取り組んでいく問題であると言えます。 

 こちらの有識者会議はすべて公開をされていまして、これは市民の知る権利、ひいては

市民との共働の前提として大変重要なことであると思います。こういった有識者会議、い

わゆる審議会といった、職員以外の外部の人間を構成員とする機関が設置される場合は、

その審議過程がオープンではないのではないかと批判されることがありましたけれども、

福岡市においては、北川座長がご担当されていらした市民病院のことなどを初めとして、
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オープン、フェア、フリーの考え方のもとに、オープンな情報公開というものがされてお

ります。審議過程の映像がインターネットなどで放映されたりということで、エッセンス

だけをペーパーとして配るということではなくて、インターネット上で、審議の際に私が

今話しております言葉の音声までもが市民に見ていただけるといったように、インターネ

ットの進んだ技術などのおかげで、市民が生の情報に接する機会というのが非常に多くな

っているわけです。こういったことは情報公開によって市民に参加と共働を目指すといっ

たような福岡市の決意のあらわれであろうと思いますので、これをぜひ大事にし、推進し

ていただいて、今後ともほかの行財政の局面でも、できる範囲で実施していただければと

思っております。 

 以上のようなことになります。 

【北川座長】  どうもありがとうございました。委員の先生方にはほんとうに熱心なご

意見をいただいて、私からも個人の意見といいますか、まとめて、事務のほうでお答えを

いただけたらと思います。 

 やはり何のために今回こういう有識者会議が設けられたのかということをまず明確にし

て、さらに委員会の見解がＢＰＲにつながらなければ、従来の繰り返しではほとんど意味

がないということが確認できたのではないかと思います。従来の役所の理論を一回全くの

ゼロベースに戻していただいて、市民の立場でバックキャスティングといいますか、ほん

とうに福岡市民にとっていいのかという立場で今回はこの委員会が運営されていくことに

なると思いますので、その覚悟を決めてください。そして、必ず後で検証のタスクフォー

スをつくることになると私は確信をいたしておりますので、必ずチェックをすると。すな

わち、すばらしい努力目標ができたね、美しいね、何もなかったねという結果になっては

いけないということだと私は思っております。今までの行政改革は市役所のできる範囲で

ということであったと思います。しかし、今回の改革は、市民の共感と納得が得られると

いうことをぜひ肝に銘じていただきたいと思います。 

 今回、事務当局では副市長さんがお見えでございますけれども、そのほかは多分いわゆ

る担当の部署の方で、しかも局長さんはいらっしゃっていないと思います。一人いらっし

ゃる？ 二人ずつか。立派なものです。済みません。 

 担当の局長に上げていただくときは、委員の意見が脚色されて、市役所の中で楽しい、

麗しい話になって、結局「やかましい」ということで、担当の方がいわゆる上司の命令に

背けないということになる可能性があると私は思います。今回の委員会について、皆さん



 -48-

方がそこにご列席いただくこと、あるいは運営の方法まで真剣にお考えをいただかないと、

課長が局長に報告するときにどういうことになるかということは火を見るよりも明らかだ

と思いますので、そのあたりはご列席いただく副市長さんにも肝に銘じていただかなけれ

ばいけないのではないかということをほんとうに思いました。 

 実行して、実現して初めて市民の共感と納得が得られると思います。したがって、ぜひ

ＢＰＲまで踏み込んでください。中身が自分たちのできる範囲というのでは多分、全く共

感にはならないだろうと覚悟を決めていただいてやっていただきたいと、ほんとうに思う

ところでございますので、失礼な言い方でございますけれども、明確なビジョンのもとに、

九州一、あるいは日本を牽引するような行財政改革にしていただければと、私からも心か

らお願いを申し上げておきたいと思います。精神はオープン、フェア、フリーでございま

す。よろしくお願いをいたして、今、いろいろなご意見とか、あるいはご質問も一部ござ

いましたので、どなたかからお答えできる範囲でお答えいただきたいと思います。 

【山崎副市長】  今日は大分時間も経過してございますので、承りましたご意見とご質

問は、次回きちんとご説明できるように対処させていただくということでよろしゅうござ

いますか。 

【北川座長】  それでよろしいですか。それでは、時間もあれでございますので、よろ

しくお願いを申し上げます。 

 なお、多くの重要な問題を含んで短時間に委員会が開催されていきますので、ぜひそれ

ぞれの委員の先生方のご質問については、担当の方から丁寧にご回答をいただきながら進

めさせていただくということで、よろしくお願いも申し上げておきたいと思います。 

 冒頭に申し上げた名称でございますが、自立分権型というのを入れてよろしゅうござい

ますか。 

（ 拍  手 ） 

【北川座長】  それでは、ビジョンを明確にするということで、自立するのだ、分権す

るのだと。今どなたかがおっしゃったように、みずから立つということはイコールみずか

らを律するということです。文言はもう一度整理させていただきますが、先ほど申し上げ

た趣旨で委員会の名称を変更するということでご了解をいただきたいと思います。 

 今日の会議はこれで一応終了させていただきたいと思いますが、なお、ご意見とかござ

いますか。 

【沼尾委員】  今、進め方の話があったんですけれども、これは月１回ということで非
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常にタイトですので、例えば事前に質問とかがあった場合、会議の前にそれに対する文書

の回答の書類を資料として入れていただくとか、会議と会議の間もある程度やりとりがで

きるような仕組みをつくっていただけると大変ありがたいと思います。 

【北川座長】  ありがとうございます。私も今、ちょっとそのことをお願いしたわけで

すけれども、山崎副市長、それぞれの委員のご質問に対して丁寧にお答えいただくという

ことでご了解いただいてよろしゅうございますね。 

【山崎副市長】  はい。 

【北川座長】  それでは、そういうことでやらせていただきます。 

 なお、今お手元にお配りしたスケジュール表では、９月までに４回、そして来年の３月、

ここでいろいろお取り組みいただいたことがどうされていくかという検証がございます。

今日、熱心にお話をいただいたことを見ても、９月までに４回というのはちょっとタイト

過ぎるかなという感じがいたしますので、限定がつくと思いますが、あと１回か２回ぐら

い延ばす場合があり得るということでよろしゅうございますか。 

【世良委員】  ９月以降に延ばすということですか。９月で一たん終わるのではなくて、

さらにもう一、二回分延びることになるのか、それとも間に会議が入っていくことになる

のか、どちらでしょうか。 

【北川座長】  いわゆる市役所の中の改革のプロジェクトを進められていくんですね。

それが１０月ごろということになると思うので、９月ごろまでに……。 

【山崎副市長】  そうですね。９月ごろまでのスケジュールを、４回ではなくて、５回

に増やそうかという。 

【北川座長】  というやり方のほうが、市役所の進行と合うのではないかと思います。

それをもとにしてまとめていただいて、来年の３月にもう一回それを検証するということ

でよろしいですか。 

【世良委員】  はい。 

【北川座長】  では、そういうふうに進めさせていただきたいと思います。 

 なお、次回は６月１１日月曜日の１３時からということで、３時までに終わりたいんで

すが、３０分から１時間の延長というのはこの段階でご了解いただいておきたいと思いま

すので、よろしくお願いを申し上げます。 

 次回は、お手元にお配りしてある事務局の案では、市民の納得と共感に関する取り組み

という議題になっております。そこには３項目か４項目になっていると思いますが、これ
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は少し絞ってもいいのかと思いますけれども、そのままでもよろしいですか。では、それ

を中心にしてやらせていただきたいと思います。 

 以上、内容とか議事進行とか取り組み、日程について、よろしゅうございますか。事務

局から何か追加のご説明はございますか。 

【山崎副市長】  ございません。 

【北川座長】  わかりました。 

 それでは、終始ご熱心にご意見を賜りまして、ほんとうにありがとうございました。こ

れをもちまして第１回の行財政改革に関する有識者会議、改まりまして、自立分権型の行

財政改革に関する有識者会議を終わらせていただきたいと思います。今後とも何とぞよろ

しくお願いを申し上げて、終わらせていただきます。ほんとうにありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 

 


